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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議   事   日   程       第 ４ 号 

９月11日（水）９時開議 

 日程第１ 市政事務に対する一般質問 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和６年９月武雄市議会定例会一般質問通告書 

順番 議 員 名 質 問 要 旨 

９ ９ 上 田 雄 一 

～武雄市の今後の方向性について～ 
１．スポーツ振興について 
 
２．教育について 
 
３．観光について 

10 12 池 田 大 生 

１．教育について 
1)長期休暇（夏休み）後の様子と環境 
2)教育・相談・子育て支援（教育支援センター設置の
考え） 

 
２．市政運営について 

1)災害対応と職員の配置 
2)災害対応時の教育機関等休園・休校・休止対応 
3)各種ハラスメント対策 
4)空き家対策 

11 18 牟 田 勝 浩 

１．人口減対策 
 
２．不法投棄 
 
３．教育 
 
４．大学について 
 
５．文化ゾーン計画について 

12 20 江 原 一 雄 

１．ふるさと納税について 
 
２．国民健康保険制度について 
 
３．学校給食費について 
 
４．大学誘致について 
 
５．道路行政について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

開   議    ９時 

○議長（吉川里己君） 
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皆さんおはようございます。前日に引き続き本日の会議を開きます。 

昨日 18 番牟田議員の議事進行に対しましてお答えした件につきまして、執行部より申入

れがありましたので、再度、精査をいたしました。 

昨日の７番朝長議員の一般質問の「性の多様性に関する教育について」の質問項目におい

て、質問内容及び使用されたスライドの資料に関し、武雄市の教科書採択に関わる議事進行

がございました。 

その時点では、執行部への確認の下に教科書採択について決定したわけではなく、採択す

る教科書には「ＬＧＢＴの部分については入っていない」とのお答えをしておりましたが、

執行部の認識に誤りがあり、再度確認した結果、当該内容の掲載が一部含まれており、質問

者、朝長議員の発言に誤りはなく、この点について訂正を申し上げます。 

この件については、執行部の確認に誤りがあるというのは、何のために確認したのかとい

うことになりますので、今後、正確な情報提供をしていただくよう、執行部に改めて強く申

し述べておきます。 

それでは、日程に基づき、市政事務に対する一般質問を開始いたします。 

最初に、９番上田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）おはようございます。ただいま議長より登壇の許可をいただきまし

たので、これより９番上田雄一の一般質問を始めさせていただきます。 

今回も武雄市の今後の方向性についてということで、以上、３項目通告をさせていただい

ておりますので、この中身に沿って質問を始めさせていただきたいと思っております。 

まず初めの質問でございます。 

スポーツ振興についてということで、もう、いよいよというよりも、会期前の競技はもう

既に始まっておる、このＳＡＧＡ2024 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が、もう

既に会期前の分が始まっており、本格的な開幕がもう、あと１か月後、１か月ないですね。 

いよいよ始まるわけでございますけれども、ここの場で何度も、私も質問をさせてきてい

ただいておりますけれども、いよいよということで、まず、開催に向けた準備状況の確認を

最初に質問をさせていただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

山北企画部理事 

○山北企画部理事〔登壇〕 

おはようございます。モニターをお願いいたします。 

（モニター使用）ＳＡＧＡ2024 開催に向けた準備状況でございますが、先日、武雄市の開

催競技の組合せ抽選会も終え、現在、運営面の確認、輸送、宿泊、弁当など、最終調整の段

階に入っております。 
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モニターのほうにお示ししておりますが、お出迎えの面では、ＪＲ武雄温泉駅への歓迎装

飾や、市内事業者様からのお申出による、事業用車両へのＳＡＧＡ2024 マグネットシートの

貼付け、店頭へののぼり旗の掲出など、開催ＰＲに御協力をいただいております。 

また、観覧の皆様用の会場行きシャトルバスの運行についても準備中でございまして、運

行ダイヤなどの情報は、市報 10 月号、ホームページ、ＳＡＧＡ2024 武雄市実行委員会のＳ

ＮＳなどでお知らせするようにしております。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

何度も質問をさせていただいており、過去にも申し上げました、わくわくしよったところ

からだんだん、大丈夫かなって、抜けはなかかなとか、落ち度はないかなというような心配

のほうの気持ちもだんだんだんだん強くなっているわけでございまして、そういう中で、こ

の国スポ・全障スポの成功の鍵を握るのは、やはり、様々なボランティアの皆さんだったり、

市民の皆さんのおもてなしの心が、いろいろと成功の鍵になってくるんじゃないかなと思う

わけですけれども、改めてボランティア、それから花スポ、先日もうちの地元の皆さんも、

朝、今月の初旬でしたか、朝から街路の花植えを皆さん、汗だくになりながらやっていただ

いたわけですけれども、ここの確認をまず、それでは、させていただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

山北企画部理事 

○山北企画部理事〔登壇〕 

モニターをお願いします。 

（モニター使用）運営ボランティアの皆様には、御意向をお伺いしながら配置をお伝えし、

６月末に実施しました、モニター画像の、事前研修会の雰囲気からは、開催に向けた気運の

高まりを感じたところでございます。 

また、クリーンアップ活動や会場での振る舞いなどにも、市民の皆様の御協力を得ながら

進めてまいりたいと思っております。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

私も立場上、とちぎ国体であったり、かごしま国体だったり、いろいろと現地を視察させ

ていただいて感じたところは、やっぱり人力がいるなというのを非常に感じたところであり

まして、武雄もしっかりとそこら辺の準備、いよいよですので、抜けがないように、よろし

くお願いしたいと思います。 

それでは次に、この国スポは、48 年ぶりということで、私も生まれてはいるんですけど、
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まだ２歳とか３歳とか、その辺の年代ですので、全然記憶がないわけですよね、佐賀、若楠

国体のときが。 

ただ、やはり諸先輩たちの話を聞くと、あんときはこがんやったもんの、こんときはこが

んやったもんのというような話をですね、様々聞くわけでございまして、やはりこの将来的

に、今の子供たちに、将来またこのＳＡＧＡ2024の話を語り継いでいっていただきたいなと

思うところでございますけれども、子供たちの関わり方、そこら辺の状況を確認させてくだ

さい。 

○議長（吉川里己君） 

山北企画部理事 

○山北企画部理事〔登壇〕 

（モニター使用）すみません、先ほど、花スポサポーターのことについてちょっと触れる

のを忘れておりまして、このモニター画像は、暑い中での花の植え替えや日々の水やりなど、

一緒に取り組んでいただいている状況でございます。花の成長を楽しみながら積極的に関わ

っていただいているという状況でございます。 

子供が関わる取組の準備状況でございます。 

モニターにお示ししています、市内の小中学校の児童生徒の皆様に制作していただいた

500 枚もの都道府県ごとの歓迎のぼり旗は、競技会場を中心に設置しまして、全国からの選

手、監督、御観覧の皆様をお迎えするようにしております。 

また、2,000 名もの市内の児童生徒の皆様には、トップレベルの競技を会場で観戦してい

ただきたいということで、輸送や熱中症対策などを考慮しながら準備をしているところでご

ざいます。 

また、高校生には選手紹介のアナウンスや表彰式など、競技運営を一緒に取り組んでいく

ように進めてまいります。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ありがとうございます。 

とにかく、この国スポですね、やはり先ほども申し上げましたけど、非常に人力によるも

のがかなり大きいのかなというところがあります。 

市民の皆さんもまだボランティア登録されていない方も、ぜひこのせっかくの機会、半世

紀というふうに書いておりますけど、48 年ぶりですかね、ぜひ少しでもいろんな面で関わり

を持っていただいて、一緒に盛り上げていっていただければなと思っております。 

最後までよろしくお願いしたいというところで、次の質問に行きます。 

今回、天神崎のテニスコートについて、ここでも何度も触れさせてはいただいております。
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この継ぎはぎだらけというか、非常に状態が悪いような、この天神崎テニスコートでござい

ますけれども、今回、これについては、今議会に補正予算が上程されておりますので、触れ

ずにおきます。 

プラスして、この山内中央公園のプールですね。こちらについても同様に補正予算等で上

がっておりますので、これも挙げませんけれども、地元の議員の皆さんも中心に、しっかり

とこれまで抱え、問題解決に取り組んでいっていただいているところに感謝をしたいところ

でございます。 

そういう意味で、この武雄市のスポーツ施設については喫緊の課題を抱える施設というこ

とで、ここにも羅列をしております。 

何度もこの場でも取り上げさせていただいておりますけど、今回、天神崎テニスコートと

山内中央公園のプールは先ほど申し上げたとおりでございますけど、そのほか、北方相撲場

であったり、白岩競技場であったり、ここら辺のことについて確認をさせていただきたいと

思います。 

北方相撲場も今、モニターを御覧になっていただいているように、かなり老朽化が目立っ

ておりまして、この何というんですかね、この屋根の土台の木も大分、シロアリ等々で、腐

食が目立っているところもありまして。もう画像を見ていただいて分かりますかね、かなり

ワイヤーで張られていますもんね。もう蜘蛛の巣のような形で張られているような状況でご

ざいます。安全性に問題があって、緊急性が非常に高い、改修をしなければ、いつ、どうな

るかというのが物すごく怖いような施設であります。 

一刻も早い改修を求めるところでございまして、一方で、またこの白岩競技場、こちらの

ほうも御覧になっていただければ分かるかと思いますけど、芝生の剥げ具合であったり、ま

た、凹凸ができたところに、結局砂を入れるわけですよね。となると、普通に走っていても、

この砂に今度は足を取られる、段差に足を取られるということで、非常にこれもやっぱり危

ないわけですよ。 

前回の議会でも御紹介をしましたけれども、子供がここでサッカーの試合中に骨折をする

とかというような状況もあります。武雄の町民運動会もこの芝生の上でやるわけですけど、

大体毎年、２、３台の救急車が来るような状況で、これも本当にただのグラウンドとはいい

ながらも、この芝生の上でもう目いっぱい、やっぱり運動会となると気分も張って、精いっ

ぱいの力を出さんばいかんみたいな感じになるわけですよね。 

そういうところでここもけが人が続出をするような形で、安全性にとにかく非常に問題が

あるということで、一刻も早い改修をということで何度も申し上げてきております。 

このような形で、上空写真でございますけど、白岩競技場がこのようなタータンと人工芝

みたいな形になればいいなと。 

そうしないと、本当にけが人がまた増えるんじゃないかなというところもありますし、ま
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ずはこの芝生のところだけでも人工芝にというようなところで、毎度質問をさせていただい

ているわけでございます。 

これは私がしょっちゅう使わせていただいている多久市の小学校の跡のグラウンドにな

りますけど、全面人工芝で、やっぱり環境がいいんですよね。けがもしにくいし、雨降って

もすぐ使える。大雨が降って、ボールが動かないぐらい冠水して、グラウンド上にですね、

水がたまっても、試合中にもう水引いとうとですよね、雨がやみさえすれば。 

結局、試合も止まらずにずっと継続しながらやれる。試合していても、何も汚れていない

わけです。 

もちろん、大雨が降っていますからずぶぬれにはなりますけど、このような形でプレーが

できる、そのようなことを、ぜひ申し上げてきたわけですけど、モニターに書いてあります

ように、昨年の３月議会で人工芝化への検討を始めるという御答弁をいただいたところであ

りまして、さきの６月議会では年度内に整備計画を策定するということの御答弁をいただい

ておるわけですけれども、やはり安全面から、一刻も早い改善をということで、もちろん、

今回の天神崎テニスコートであったり、山内中央公園のプールであったりは、もう本当に執

行部の皆さんの御尽力、また、地元議員さんの御尽力等々もあって、ようやく形が、道筋が、

一歩目を踏み出すという状況ではあるかと思うんですけど、それ以外の緊急性の高いスポー

ツ施設、ぜひとも早期の改善を求めるわけでございますけど、現段階での状況はどのように

なっているか、御確認をさせてください。 

○議長（吉川里己君） 

山北企画部理事 

○山北企画部理事〔登壇〕 

スポーツ施設の整備につきましては、武雄市公共施設等個別施設計画において今後の方向

性を決めておりまして、長寿命化としている施設につきましては、緊急性、優先度などを踏

まえて、改修、維持修繕等を進めてまいります。 

その中でも、議員御指摘の相撲場、白岩競技場及び競技場周辺の整備につきましては、喫

緊の整備が必要であると考えております。 

相撲場につきましては、白岩相撲場と北方相撲場を統合し、北方運動公園に整備を行う方

向で令和６年度に基本的な整備方針を決定したいと思っております。 

また、白岩競技場はグラウンドの状態が悪いことや駐車場不足の問題もありまして、これ

も令和６年度中に整備計画のほうを策定します。その中で、フィールド、トラックの全天候

型への改修、スタンド改修、夜間照明のＬＥＤ化、駐車場の確保などについて検討をしてい

きたいと思っております。 

いずれも大規模な改修となりますので、時期については明確に決めておりませんが、財源

確保も含め、できるだけ早く実施できるように準備を進めてまいりたいと思っております。 
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○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ありがとうございます。 

天神崎のテニスコートと山内のプール、これが今回予算に上がっているので、置き去りに

なっていないかというところの確認も含めてさせていただいたところでございます。 

もうとにかく、本当に緊急性の高い、安全性を確保しなければならないと思いますので、

一刻も早い改修計画策定をお願いをしたいと思いまして、次の質問に行きます。 

次に、教育についてでございます。 

ここにいる皆さんもそうですけど、やはり教育、昭和の時代に生まれて、平成を過ごし、

そして今、令和を迎えているわけでございますけれども、この昭和から令和までのこの時代

の変遷とともに、やはり最近ですね、私にお話をいただく声の中で多いのは、やっぱり教育

も変わってきたのうというような声をよくいただくわけですよね。 

ただ、どう変わったかというところもいろいろあるかとは思うんですけれども、この時代

の変遷に沿っての教育の変化というのがどのようなものなのか、そこをまず最初に確認をさ

せてください。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

おはようございます。教育の変遷ということの御質問でございますが、教育の目的であり

ます、児童生徒が身につけるべき確かな学力、豊かな人間性、健康、体力については、昭和、

平成、令和と時代が変わっても変わらない部分でございます。 

しかし、御案内のとおり、急速なデジタル化、グローバル化の進展、あるいは少子化の進

行、そして価値観の多様化など、子供たちを取り巻く環境は大きく変化しているところでご

ざいます。 

そういう中で一斉にそろえる教育、つまり、教師から一方的に教わる一斉授業から、子供

たちの主体性を大切にし、一人一人のよさや可能性を重視した教育へと変わってきているこ

とは事実でございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

昭和、平成、令和と、教育は変わっていないけども、その環境というんですかね、そこが

変わってきたことによってそういうふうに感じるということですかね。 

やはり、ゆとり教育というのがスタートしたり、もちろん、武雄市でも花まるだったりと
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かというのが、いろいろあるかとは思うのですけど、一番感じるのは、私たちが子供のとき

は土曜日、半ドンやったですよね、学校はですね。 

そこから、土曜日がもう完全に休みになってとかというようなものもあって、もっと、我々

の諸先輩たちからするなら、給食もまた教育の変化の中の一つなのかなというところで、先

ほど教育長が言われました、学力と人間性とか、その辺の教育については変わってないとい

うようなところで、分かりました。 

それでは、その次の質問をさせていただきますけれども、ここ、私が一番また変わったな

って思うのが、特別支援学級の数が非常に増えているなと。 

これは、特別支援学級が増えることは、もう致し方ない、必要な措置ということでやって

いただいているかと思うのですけれども、私も入学式とか卒業式とかに呼んでいただいて、

出席をさせていただく中で、とにかく、うちの子供が行っているとき、在学中からしたら、

もうここ数年でもう一気に増えているような状況を、私もちょっと感じたところがあります

けれども、改めてちょっと、ここの数の推移を確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

議員御指摘の特別支援学級の学級数の推移でございますが、御指摘のように学級数は増加

をしておりまして、例えば比較をしますと、令和元年度、45 学級ございました。それが、令

和６年度は 62 学級という数になっておりまして、元年度と比較しまして 1.3 倍の増加とい

うことになっているところでございます。 

増加ではなくて、1.3 倍の数になっているというところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

45 学級から 62 学級、1.3 倍、倍率でいえば 1.3 倍ではありますけど、やはり令和元年度か

らの５年、６年の間に、やはり 45 から 62、17 クラス増えているということですね。 

これはやはり、多分、私だけかどうかは分かりませんけど、これ昭和時代ぐらいは、私た

ちが子供の時代も 45 クラスぐらいあったとですかね。そこまでなかったような気が――感

覚の問題ですからあれですけど、やっぱり増えているなという感覚があるわけですよね。 

特別支援学級、ここにも書いてありますけど、やはりこの特別支援学級が増えるからどう

こうとか、いいとか駄目とかという話ではないです、もちろん。やはり必要な措置を必要な

分だけしていただいているということで、しようがない、致し方ないという言い方もちょっ

と語弊がありますね。 

必要な分を必要な分だけ措置をしていただいているということになるかと思うのですけ
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ど、この特別支援学級の増加というところがやはり引っかかって行くのが、今後もこの特別

支援学級ってまだまだ増える傾向にあると想定をされているのか、いや、もうここが頭打ち

で、もうこれ以上は増えていかんとやなかろうかというような判断をされているのか、ちょ

っとそこの認識はどうですか、確認させてください。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

特別支援学級の増加が始まりだしたのは平成 23 年ぐらい、設置基準が変更されたのが原

因でございますが、その当時からずっと増えてきたんですけども、このぐらいが山やろうと

いうようなことは以前も言われていたんですが、それでも増加をしていくことが繰り返され

ていまして、この辺がピークということは、ちょっと言えない状況でございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ですよね。今後も増えるかも分からんし、減るかも分からん。 

でも、それに対する準備はやっぱりしとかんといかんというような感じがあるわけですけ

ど。 

やはり、この特別支援学級が増えていけば、うちの地元の御船が丘小学校のことになりま

すけど、３クラスの６学年、18 クラス、今２桁ぐらいの特別支援クラスがあるわけですよね。

だけん、となると、そのクラスごとに先生の配置をしないといけないと。 

ただ、今、取り沙汰をされているのは、そこの人材確保ですよ。成り手不足というのがい

ろいろ取り沙汰されている中で、今後もっともっと仮に増えていった場合に、どこまでこれ

が確保できるんだろうというのを心配するわけですね。 

やはり、ここにも書いてありますけど、今もうやはり世間をにぎわせているような、この

ハラスメントですよね。いろんな、こういうハラスメントがある中で、また、教育が変わっ

て、悪かことは悪かと言いよったら、今度は逆に取られる場合もあったりしながらとかとい

うように、ハラスメントも、私もいろいろ調べておったわけですけども、もう既に、ここに

挙げているのは厚労省からの分を出したわけですけど、もうずっと調べよったら、もう 50 と

いわん、100 近く、いろんなハラスメントがあるわけですよね。 

読んでいても何なのかよう分からんごた、ハラスメントというのも当然あるわけですけど、

そういう中で、非常にこの学校の先生、やりにくい環境になりつつあるんじゃないかなと、

現場の先生が本当にやりにくくなってきたんじゃないかなというのを危惧しているわけです。 

ですので、そこの準備、その人材確保の分はやはり、常々念頭に置きながらやってほしい

なと。 
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必要な子供に必要な措置は当然、そこが落ち度がないようにやっていただきたいなと思う

わけでございますけれども、それでは、一方で、今、取り沙汰されているのが、この不登校

ですよね。 

不登校児童の数の増加、感覚的にはその規定がいろいろあって、何日以上連続で休んだ子

が不登校というふうな位置づけになるとか、当然いろいろなルールがあるかと思うんですけ

ど、現段階では、やはりこっちの不登校の数も非常にこう増えてきているような状況を、私

も感覚的には伺ったりもするところですけど、現状の状況を確認をさせてください。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

議員お尋ねの不登校の数についても、急激に増えていると。コロナ前からコロナ明けです

ね、かなり増えてまいりました。 

先ほどと同じ年度で比較をしますと、令和元年度、児童生徒、小中学生の不登校の数は 67

名でございました。令和５年度になりますと 133名ということで、令和元年度と比較して 1.98

倍、約２倍近くの数に増加をしているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

不登校の数、1.98 倍、もう正味２倍、この原因は何ですかって聞いたけんて、なかなか難

しかですよね。 

でも、なぜこういうふうに不登校の数が倍になってくるような感覚、教育長として、認識

はどのように持たれていますか。 

何が原因、いろんな原因、当然ありますよね。当然、いろんな原因はあるかと思うんです

けど、なぜここまで不登校の数が増えているのかなという、教育長の肌感覚で。 

なかなか答えづらいかも分かりませんけど、答えづらかったら、もう答えづらいというこ

とで答弁いただいていいですけど、そこを教育長、どのように認識されておりますか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

どうしてこういうふうに増えているのかということですが、私個人的になると、やっぱり

不登校になってくるのは人間関係がうまくいかなかったり、学力がということが起因したり

というようなことで、そういう要因が考えられます。 

そういうことですけども、やっぱり今、個で生活をすると。タブレットを相手にとか、そ

ういう、環境が変わったり、友達と一緒に対面で遊ぶということが少なくなっている時代で
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すので、やっぱり人間関係を構築するのがなかなかうまくいっていないのかなというような

ことを考えております。 

そういったことで、原因は様々でありますので、一人一人に応じた対応、あるいは対策を

していかなくてはならないということでございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

私も仕事柄っちゅうか、立場柄というか、不登校の児童に関わることが多いのは多いんで

すよね。 

多いんですけど、何で不登校、学校、行ききらんやったろうかという子って物すごいいっ

ぱいおるとですよね。 

だけん、そこがこう、対策が何かできないのかなとも思いながらも、でも、やはりいろん

な事情があって、そういう感じになっているので、なかなかこう踏み込みにくいというか、

恐らくですけど、学校の先生たちもどこまでこう立ち入っていいものなのかっていうところ

が、物すごく、いろんなジレンマを持たれているところがあるんじゃないかなと思うわけで

す。 

だから、逆に言うと、こういうところも、その時代の変遷での弊害が出ているのかなとか

っていうような感覚がですね、特に、私よりも年配の、もっと上の方がそういう感じを持た

れている方がたくさんいらっしゃるので、難しい問題ではありますけど、今回、質問を取り

上げさせていただいているところです。 

今回、ここにですね、こどもまんなかというような形で取り上げさせていただいておりま

す。 

こどもまんなか、当然ですよ。子供たちを大事に育んでいかなければならない。 

その気持ちは当然、やはりこれは分かる、理解できるところでございますけど、最近、目

にするのが、「もっと、こどもまんなか」って。 

いや、分かる、こどもまんなかという気持ちはよく分かります。こどもまんなかというの

はよく分かりますけども、「もっと、こどもまんなか」って。 

これがこう感覚的に、特に、昭和の教育を受けてきた人たちの多い声の中には、あんまり

やり過ぎよらんやって、子供たちにというようなですね、声をいただくことがたくさんある

わけです。 

やはり、私もこどもまんなかという趣旨は物すごく賛同するんですけど、もっととなると、

どこまで、じゃあ、過保護に育て過ぎることにならんとやというような話を聞くわけです。

要は、ここに書いているように、バランスは適当なのかって。 

今後の子供たちを育んでいく上で、先ほど、教育長も言われましたけど、学力も当然必要
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ですし、人間性も豊かに育んでいかんといかん、そういう中で、こどもまんなか。 

このバランスというか、適当なのかというところが非常に取り沙汰されているわけでござ

います。 

今回、ちょっと質問をするわけですけど、放課後児童クラブの状況ですね、放課後児童ク

ラブについても、やはり、もちろんこれは必要な措置で、必要なことをやっていただいてい

るかと思うのですけど、ここら辺の利用者数の推移はどのようになっているのか御答弁いた

だきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

おはようございます。放課後児童クラブにつきましては、保護者の方の仕事等によりまし

て、昼間お留守の御家庭の小学生で、一人またはきょうだいで留守、家庭で過ごすことがで

きない小学生に対しまして、放課後の安心・安全な居場所を提供しているものでございます。 

スライドをお願いいたします。 

（モニター使用）児童クラブの利用状況につきましては、年度当初より、このグラフを見

てお分かりのように、１年生、２年生、３年生の低学年の方の利用が非常に多くなっており、

高学年になるにつれ、その利用者数が少なくなっているという現状でございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

放課後児童クラブの利用者数の、今、先ほどグラフを見せていただきましたけど、おおむ

ね学年が進むにつれて利用者数の数は減っていっていると。だから、これが当然のあれなの

かなとは思うわけですよね。 

というのが、今、放課後児童クラブの利用は６年生まで利用できるような形になっており

ますけど、やはり高学年になっていくにつれて、私がいただいた話の中では、留守番いっち

ょしいきらん子供ば育てていきようとやなかやというような御意見をですね、いただいたり

するわけです。 

これはうちの子もそうですけど、うちの子は全員鍵っ子で、全部自分たちで留守番をして

いましたけど、極端に言うたら、腹減ったりしたときに、自分たちで台所もうめちゃくちゃ

にしながら食事を取ったりしとうわけですよね。インスタントラーメンを作ってみたりとか、

ジャーの中に御飯があったら、それで自分たちで焼き飯を作ってみたりとかしとったり。 

そん代わり、台所は惨劇ですよ。何が起きたんだろうというぐらいの、もう御飯粒だらけ、

切ったものが飛び散って、コンロの上もとんでもないことになっていたりって。でも、もう

火事だけ起こさんやったらよかというような形で。 
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だから、そういう意味でいくと、やはり上級生になるにつれて自分たちでやっぱり生きる

道ば、こう、自分で身につけてほしいなというところもあるので、今回、放課後児童クラブ

もほとんど、数がどんどんどんどん増えてはいっているけど、学年が進むにつれて減少傾向

にあって、要は、自分たちで活動するというような方向ではあるわけですよね。 

だから、今回ここに書いているように、大人が用意した箱で過ごすというのが、要は、放

課後児童クラブのことを言っているわけですけど、自分たちで考えて、自分たちで過ごすっ

て、これが放課後児童クラブに行かない、行かんでも、そこから自立した子のことを意味し

ているところでございますけど、ここで挙げさせていただくけど、しつけだったり、教育、

指導というような形を書いております。 

ここで最近取り沙汰されているのが、ハラスメントだったり、虐待だったり、圧力だった

りって。だから、子供たちを教育、育てていく上で、この境界線というのが非常にこう、ど

こまでがって、私もですね、もう今の時代やったら自分の子も育てきらんなと思うぐらい感

じるところもあるわけですよね。 

だから、どこからがしつけ、どこまでがしつけ、教育で、どこからがもう虐待よとかとい

うふうになる、非常にこう、難しい時代になっているなと。 

そういう中で、やはり先ほども話をしましたけど、特に年配の方に御意見が多いのが、弱

い子を育てていくような方向、風潮があったりせんやというような話も、心配の声をいただ

いたりするわけです。 

今までこう、るる、いろいろ質問をつなげてきましたけど、やはり、教育長の最初の答弁

の中にあったように、学力も当然ですけど、人間性もって。 

その人間性の中には、やはり、辛抱したりとか我慢するというような形で、やはり学校に

行く、もう、やっぱり嫌なことのあったけん行かんとか、仕事に行く、就職して仕事に行く

けど、自分が思うとったような環境やなかったってなったらもう、すぐ、自分が思うとった

ところと違うけんもう辞めるとかいうような形で、どんどんそういう風潮にならないように、

やはり教育の世界は頑張ってほしいなというようなところで、ここに書いていますように、

やはり辛抱するとか我慢する、我慢強い、そういう教育をどのように今後も進められている

のか。今までも当然そこは御尽力いただいているとは思うのですけど、やはりそこが、これ

からの教育にどのようにこう反映されていくのか、改めて御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

今、モニターに提示してあります境界線というのが本当に難しい時代に、以前は許されて

いたことがもう許されない時代になってきたりということで、難しいなと、教育者として思

っています。 
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もう、一番下に書いてあります、辛抱、我慢、忍耐、あるいは根性といった言葉は、もう

死語になっているんじゃないかなと。今の子供たちに分かるかなというようなことも感じる

ときがあります。 

その辺のバランス感覚が一番大事だと思いますけども、子供たちにどう当たっていったら

子供たちのためになるのか、子供の成長につながるかというのは、本当にしっかり考えなが

ら進めていきたいと思っております。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

おはようございます。教育について、教育長、今、考え方をおっしゃいましたけれども、

教育と福祉とかもいろいろつながっているので、ちょっと私からも考え方を言いたいと思い

ます。 

こどもまんなかというのは、子供を大切にしようと、簡単に言うと。多分そういうことだ

と思っています。 

「もっと、こどもまんなか」というのは、多分、一人一人の子供を大切にしようと。「子供」

ではなくてということだと思っています。 

私は、やはり大事なのは、じゃあ、一人一人の子供を全て何でもいいよ、いいよという育

て方をするのがいいのかというとそうではなくて、やはり大事なのは自立できる子供を育て

るというところが大事だと思っています。 

そういう中で、やっぱり何でも自分の言うことが通るとかいうことは、やっぱりこれから

生きていく上でないわけで、そこはほかの人と話をして、例えばこの部分は譲るとか、要は

我慢するとか、そういったことの繰り返しが人生だと思いますので、やはりそういった部分

もですね、いろいろ今、対話型の学習とかを進めていると、全部自分の言うことを聞く、言

うだけ言っても通らないということもだんだん分かってくると思いますので、そういった教

育の中で、いわゆる我慢というか辛抱というか、ここはあえてなるほどねと、お互いにこう

折り合うというような、そういったこともぜひ子供たちには身につけてもらいたいなという

のが私の考えであります。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ありがとうございます。 

そうですよね。大人が手を差し伸べてやらないかんことと、自分たちで考えさせんばいか

んということの、そこの境界線もまた難しかですよね、今の時代はですね。 

そこ、昨日も話が出ていました、質問でも出ていましたけど、そこまで大人がしてやらん
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ばかなというようなところと、いや、ここはもう自分たちで辛抱させんばいかんというよう

な形の、そこの境界線も本当に難しい時代になっているなというところでありますので、ぜ

ひそこのバランスを間違えないようにやっていただきたいなと思いまして、次の質問に移り

ますけれども。 

一方で、ここに書いていますように、大人が絶対、やはりこれは手を出して、手を差し伸

べて、要は、助けてやらないかんなというような事案が、このヤングケアラーの救出の部分

じゃないかなと思うわけです。 

ヤングケアラーって、私、横文字を使うといろんな人から怒られますので、横文字を使わ

ないようにとは思ったんですけど、横文字以外の言葉が見つからず。 

これは厚労省のホームページから抜粋をしておりますけど、「ヤングケアラーとは」何ぞや

というところで、要は、ここに書いてあるように、大人が担うようなケア責任を子供がやっ

ているというようなことでございます。 

図解をしておりますけれども、これもそうですけど、よく分かりません。ただ、よく分か

らないわけではないですね、字が見にくいと思います。多分、画面を見ている人は、多分、

この小さい字は見えないでしょう。 

要は、大人が介護をしたり、子供の世話をしたりとかするようなことを、子供たちがやっ

ているというようなのがヤングケアラーなわけですけれども、家庭の問題というところがや

っぱり一番大きな部分になるかと思うわけです。 

要は、きょうだいの世話をすっとはお兄ちゃんの仕事やろうもん、お姉ちゃんの仕事やろ

うもんって、これは当然、我々の時代からもですね、普通にあっていたことではありますけ

ど、そこがちょっとニュアンスが違うわけですよね、今のヤングケアラーというのは。 

介護の部分、大人の介護もしないといけないとかというような状況があるわけですけど、

まず、武雄市にもそういう事例があるのかないのかというところと、これは非常に難しいな

と思うのが、やはりこれは家庭の問題なので、うちの家庭の話やけん、口出しせんでくださ

いみたいな形とか、もう人に世話を焼かんでもらっていいみたいな感覚の方って、私はいら

っしゃるんじゃないかなと思う、危惧をする部分があるわけですけど、でも、やはりそこに

置かれている子供というのは、一刻も早く救出をして、手を差し伸べてやらないといけない

んじゃないかと思うわけですけど、いかんせん、このＳＯＳというのがつかみづらいんじゃ

ないかなというのが、危惧をしておるわけですけれども、そこら辺、そういう人をつかみ取

る施策まで併せて御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

後藤福祉部長 

○後藤福祉部長〔登壇〕 

おはようございます。モニターをお願いします。 
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（モニター使用）まず、議員御質問の、そういった事例があるかということですけど、我々、

福祉の分野におきまして、いろんな支援をする中で、そういった家族のお世話とかを結構過

度にする中で、子供がしたいことができないという、そういう境遇にいらっしゃる、そうい

う支援は実際にケースとしてはございます。 

議員おっしゃったように、そういった支援に入る場合に、家庭内のデリケートな問題でご

ざいますので、非常にそのアプローチというのは難しいものだと思っているところです。 

そういう中で、今年度の取組を大きく３つ御紹介させていただきたいと思いますけど、１

つ目としまして、スライドの一番下の部分と、右側の緑色の枠の中になりますが、先ほど申

し上げましたように、ヤングケアラーの支援につきましては、家庭内のデリケートな問題で

あり、対象児童と家庭に関わる民間団体でありますとか、行政など、公的機関がチームを組

んで支援を進めていくよう、武雄市ヤングケアラー支援チームを３月に発足しまして、４月

に代表者会議を開催したところでございます。 

２つ目としまして、ヤングケアラーについての支援者向け講演会であるとか出前講座を受

講していただいた方を、ヤングケアラーサポーターということで認定をさせていただきまし

て、身近でヤングケアラーかもと気になる子供さんたちがいた場合に、市の相談窓口に御連

絡をいただくとか、相談いただくようにお願いをしております。 

このように、子供のＳＯＳに気づく大人を増やす取組を行っているところでございます。 

３つ目としまして、左側の青色の枠になりますが、武雄市におきましては、おおむね 30 歳

までの若者を含めてヤングケアラーと呼び、支援を行っておりますが、今年７月にＬＩＮＥ

を活用した、こども・若者相談ほっとＬＩＮＥというものを開設しまして、ケアラー自身が

一人で抱え込まず、気軽に相談できるような環境整備に努めているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ありがとうございます。 

やはり、ＳＯＳをつかみ取るというのが非常に難しい、この問題でございます。 

今回取り上げたのも、これを見ながら御覧いただいている方が、うちはもしかすると、そ

れに該当するとやなかろうかというような形で、ちょっと、こがんことに困っとうけどとい

うような相談が自ら、そっちから来るような形の流れができれば理想じゃないかなと思って

ですね、今回質問をさせていただいたわけでございます。 

それでは次、最後の質問で、観光について、移りたいと思います。 

観光について、西九州新幹線が開業して間もなく２年になろうとしておるわけでございま

して、９月 21 日、ＴＡＫＥＯ ＲＥＤということで、市報やったかな、２周年イベントが実

施をされる予定になっております。 
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この鉄道の件については、10 月３日からでしたっけ、自動改札、ＩＣ化がいよいよ武雄も

それが実現をすると。 

この場でも、私ももちろんですけど、ほかの議員さんもいろんな形で取上げられていた問

題がようやくそこで解決をすると。観光地武雄にとっては非常にありがたい話がやっと前向

きになってきたなというところでございまして、喜ばしいところでございます。 

では、まずここで最初の質問ですけれども、観光客が武雄を訪れる目的が、今どのような

ものになっているのかを御答弁をいただきたいなと思います。 

○議長（吉川里己君） 

山﨑営業部長 

○山﨑営業部長〔登壇〕 

おはようございます。市で行っております観光動態調査を見てみますと、温泉、武雄のあ

かりめぐりやオルレコースなどを通じ、観光名所や観光施設を訪れることを目的に武雄にお

越しになるケースが多いように見受けられます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

温泉、やはりそうですよね。温泉なり、あかりももちろんですけど、様々な、武雄にお越

しいただいて御覧いただく商材というのはいっぱいあるかと思うわけですよね。 

ただ、やはり新幹線を活用した観光でもそうですけど、やっぱりこの武雄で降りてもらう

って、降りてもらわんばいかん。 

要は、観光客の皆さんに、目的地の一つに武雄を選んでいただかなければならないという

のが、一番大きな、やはり観光の問題になってくるのかなと思うわけですけど、今回、質問

をさせていただくのは、旅先での楽しみの一つ、ここにいらっしゃる議員さんたちも視察等々

行ったときは、やはりせっかく行ったけん、うまかとば、ここでしか食われんというような

ものが食べたいなというのは誰しも働くものじゃないかなと思うわけです。 

要は、御当地グルメですね。 

これは過去にも質問をさせていただきましたけど、やはりこれを食べたいために行くとい

う一つの楽しみも当然あるんじゃないかなと思うわけですけど、ここでも御紹介をさせてい

ただきましたけど、武雄にもですね、もう単独の店舗でお客さんを呼ばれているような飲食

店さんも多数あります。 

ここのこれを食べたいがためにわざわざ県外から来ましたとかいうような話が、もうたく

さん聞くわけでございます。 

そういう中で、これは 2022 年 12 月議会で質問をさせていただきましたけど、今もう、と

にかくテレビもグルメ番組ばっかりですよね。 
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ここに書いてあるような感じで、もうこれ以外にもたくさんありますよ。ここに書いてい

る以外にも「まじもん！」だったり、番組名はあれかな。「グルメンタリーオモウマい店」と

かですね。 

こういうふうに、とにかくもう今、テレビをつければグルメ番組がたくさんある。 

そういう中でやはり武雄も今、当然、武雄のグルメ、町ぐるみでのグルメというと、一番

最初に頭に浮かぶのは、やはりちゃんぽん街道なのかなというのがあるわけですけど、ちゃ

んぽんも、当然、今、北方を中心にですかね、あのグルメ街道の部分を中心に、非常に取り

組んでいただいておりますけど、やはり武雄にもう一つ、もう二つ、武雄に来たらこいばい

って、こいが、ここんとこがおいは好いとう、ここんとこが私は好いとうというような形で、

やはりグルメの開発というのを非常に待ち望んでいるわけですけれども、この取組状況とい

うのは、今どのようになっているのか御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

山﨑営業部長 

○山﨑営業部長〔登壇〕 

市のほうといたしましては、歴史、文化の価値を掘り起こし、歴史、文化をテーマにした

観光施策の立案に反映することを目的に、観光協会とともに歴史文化モニターツアーを開催

し、８月に開催した幕末編では、参加者に幕末の食が体験できる取組を行っております。 

引き続きメニュー検討に取り組み、市内施設や飲食店へ広げていきたいというふうに考え

ております。 

モニターをお願いします。 

（モニター使用）また、国スポで来ていただくお客様に武雄の食をぜひ楽しんでいただき

たいと、商工会のほうでは北方、山内を中心に、「勝武めし」の取組が進められているところ

でございます。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ありがとうございます。勝つための食事の開発、非常にありがたいなと思います。 

だから、その中で、例えばですけど、もう、どこの店もこのメニューば開発しよるという

ような形の、そういう取組もできないかなと思うわけです。 

もちろん、飲食店さん、飲食店組合だったり、観光協会さんだったり、そういうところが

音頭を取っていただいてやってほしいなというところが、そういう皆さんの次第にはなって

くるんですけど、例えばですよ、お好み焼きとなったら、やっぱり皆さん、頭の中には大阪

だったり、広島だったりとかというのが、お好み焼き食いに行こうかみたいな感じになるん

じゃないかなと思うわけですよ。だけん、餃子だったら宇都宮とか、浜松とか、宮崎とか。 
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こういう、ウナギといえば浜松とかですよ、これも武雄にももちろん、どれもおいしいお

店が全部ありますよ、武雄にも。味噌カツといえば名古屋とかいう、そういうのがあります

けど、例えば名古屋でも味噌カツだけじゃなくてエビフライだったり、どて焼き、何かそう

いう、いろいろあるわけですよね。 

このような形で、全部、武雄にもおいしいお店、この中でもありますけど、やはり町ぐる

みで何か一つないかなというところで、開発をしたほうがいいんじゃないかと思うわけです

けど、ここに書いてありますように、今の武雄だったら、やっぱりまず一番最初に来るのは

ちゃんぽんなのかなとか思うところでございますけど、これですね、日本地図ですけど、こ

れ私の携帯に、この点があるのが、僕が日本全国で行ってみたい店をずっと入れ込みよった

とですよ。ずっと入れ込みよったら、どんどんどんどん増えていって。 

だから、こういう人も中にはいるんじゃないかなと思うわけでございまして、推しグルメ

の開発、誘客、武雄市の今の現段階の支援策はどのようになっているのか、最後の質問をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

山﨑営業部長 

○山﨑営業部長〔登壇〕 

現在行っております、観光誘客チャレンジ補助金というメニューがございます。今後、新

たな食の開発につながるよう、今後検討を行ってまいります。 

また、今取り組んでいる取組や今あるものの磨き上げなど、国、県の補助事業等も活用し、

観光客誘客のために積極的な取組を行う事業者などを支援していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（吉川里己君） 

９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

観光誘客チャレンジ補助金、使用状況はどうですか、利用状況は。 

○議長（吉川里己君） 

山﨑営業部長 

○山﨑営業部長〔登壇〕 

申請といいますか、補助の状況ですけれども、例年、結構人気がある事業ということにな

っており、特に６年度におきましては、国スポ等の兼ね合いもあると思われますけれども、

４月の段階でかなり予算を使うような格好になっています。 

今のところは何とか予算、全体の事業の中で取り組んでいるところではありますけれども、

かなり活用していただいているというような状況になります。 

○議長（吉川里己君） 
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９番上田議員 

○９番（上田雄一君）〔登壇〕 

ぜひですね、もう予算が足らん、足らんというぐらい活用をしていただくことをお願いし

て、期待して、私の一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（吉川里己君） 

以上で９番上田議員の質問を終了させていただきます。 

ここで、モニター準備のため５分程度休憩いたします。 

休   憩    ９時58分 

再   開    10時５分 

○議長（吉川里己君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、12 番池田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）皆さんおはようございます。ただいま議長より登壇の許可をいただ

きましたので、12 番、立憲民主党、池田大生の一般質問を始めさせていただきます。 

皆さんもよく冒頭で言われます、国スポ・全障スポですね、ＳＡＧＡ2024 大会が９月５日

の会期前競技を皮切りにスタートをしたところでございます。 

武雄がこれで盛り上がってくれることを大いに望むのと、先日、北方のほうで町民運動会

がありました。そこで、子供たちが今回、多く参加をしてくれて、非常に、大人と一緒にな

って競技をする姿を見て、ほほえましいというか、子供たちの力を分けてもらったような思

いをしたところでございます。 

そこで、この子供たちの様子、よく、入学時には、小１プロブレムとかいろんな言葉があ

る中ですね、よく報道でも言われるのが、長期休暇の後の子供たちの様子ですね。不登校が

増えたりとか、ちょっと言葉はあれですが、自死をする、選ぶような子供もいるということ

をよく報道で見るわけですけれども、今、武雄の子供たちの様子についてと、もし、そのよ

うな事例が発生した場合のですね、環境についてはどのようになっているのか、まずお尋ね

をいたします。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

夏休みが終わりまして、ほぼ２週間ぐらいが経過しようとしております。久しぶりに、友

達と会って再会を楽しんでいる子、武雄市の場合は２学期ではなくて１学期の後半になって
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おりますけども、新たな目標を持って頑張ろうとしている子供がおるということで、元気な

様子が見られるということを学校から聞いているところでございます。 

ただ、一方、生活リズム、あるいは環境等の変化から、学校への登校しぶりが見られると

いう子供さんもいらっしゃることも把握をしております。今、議員から指摘がありましたよ

うに、夏休みなどの長期休業明けは、生活のリズムの変化等で不安定になる子供も多くなる

時期でございます。 

そこで、学校としましては、いつも以上に子供たちの表情、あるいは言動など、子供たち

の小さな変化を見逃さないようにですね、努めているところです。必要に応じて教育相談、

アンケートの実施、あるいはスクールカウンセラーとの面談、家庭との連絡を密にするなど、

教職員の共通理解を図りながら、適切に対応しているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

共通理解を図りながらと、適切に対応しているということと、スクールカウンセラーの面

談とかですね、いろんな悩み事というか、子供たちの悩みを聞く場ですね、そういう場をど

のように設けていくのかということについても、６月議会の折に、教育支援センターの研究、

設置ということでお話をさせていただきましたが、こういう長期休暇の終わった後、新学期

を迎えて、教職員の方もいろんな悩みがあったりとか、その休暇中に起きた事例において、

解決に向けてですね、相談される場というのが、私、物すごく必要かなと思っていて、これ

を話させていただいたのですが。 

教育支援センターについては、国のほうからも整備指針ということで、公告というか、告

示というか、それも来ているかと思うんですが、相談をするとき、６月のときの答弁では、

教育委員会も２階にあるので、語らい処もあるので、そういうところを活用して相談を受け

ているという答弁もいただいたんですが、人に知られたくない悩みというのは、多くの方が

いるところに来て相談事があるんですがとか言って、多くの人の目につくところでお話をす

ることを――ちょっと、相談する側においては、誰が見ているか分からないとかですね、あ

い何しに来とうとやろかと言われることを気にする方もいらっしゃいます。そこでなかなか

足が運ばないということもあるかと思います。 

新設じゃなくてもですね、例えば廃校になった分校とか、もともとあった教育施設ですか

ら、何かこう活用しやすいのかなと思うところもあります。今ある施設を活用するとかです

ね、そういうことも考えられるかなと思いますけれども。 

改めて、その子供たちのみならず、保護者、教職員における教育・相談・子育て支援の総

合的な施設、教育支援センターの研究をしてですね、そういうところができないかなという

思いが一つあるんですが、研究をしていくということについて、設置が一番望ましいかなと
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思っているんですが、この支援センターにおいては、やはり国のほうも、一つの自治体だけ

ではなくて広域的な見方をするということが提示をされておりますので、ぜひここを進めて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

いろいろな相談体制の件ですけれども、まず、最初に申されました教職員の相談というこ

とでございますが、教職員の場合は、各学校において管理職が対応してですね、丁寧なヒア

リングを行いながら、先生方の悩み等については聞いているところでございます。 

教育支援センターと言われましたけども、そういった設置についてですが、市の公共施設

の整備につきましては、武雄市の公共施設等の総合管理計画に基づいてですね、計画をして

おります。 

先ほど紹介がありましたとおり、今年度から２階のフロアで福祉部のこども家庭課、そし

て、こども教育部のこども未来課、貧困対策課、学校教育課、多様な学び支援室などを集め

て、相談ができるような体制を取っております。 

周りに聞こえてほしくないとか、周りの目を気にするという方も確かにいらっしゃるのは

事実でございますが、そういった場合は、市役所の中には相談室という別室がございますの

で、そういった部屋を活用してですね、周りに配慮しながら相談に当たっているところです。

２階を中心にですね、そういった総合的に相談できるような場所を設けております。 

そういうことで、完全なワンストップまでとはいきませんけども、ワンストップで相談、

あるいは支援ができる体制を整えているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

繊細な子供たちや、こう、いろんな人がいらっしゃるので、やはりそこは慎重な配慮をい

ただきながらですね、私も研究をしていきますので、ぜひ――研究するだけだったらですね、

研究することは大事だと思うし、そういうことでいろんなことを把握していくことも一つの

大事なことなので、設置が目的じゃなくてですね、研究することをまず第一に、ぜひ進めて

いきたいと思っております。 

次にまいります。 

市政運営について、災害対応と職員の配置ということで、今回、今年度もですね、雨が降

ったときの警戒とかですね、いろんなあれで避難情報とか出ました。８月 30 日の台風 10 号、

かなり前から来るぞ来るぞと言われてなかなか来なかった台風なんですが、本来こっちのほ

うに、九州のほうに来ないような予報だったので安堵していたところが、だんだんだんだん
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九州に寄ってきて、だんだんだんだん熊本のほうに寄ってきてということで、非常に対応も

難しかったろうなという思いもいたしております。 

まず最初に、災害対応とですね、職員の皆さんの対策本部、この対策本部及び各避難所へ

の配置についてはどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

黒尾総務部理事 

○黒尾総務部理事〔登壇〕 

おはようございます。災害警戒時は武雄市災害配備対応マニュアルに基づき、災害対策本

部における各対策部及び避難所の配置をあらかじめ行い、本部事務局から各対策部のグルー

プ長及び避難所班長へ要請し、グループの中でローテーションを組んで配置するように行っ

ております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

マニュアルに沿って各グループ長及び避難所班長へ要請し、グループの中でローテーショ

ンを組んで配置するように行っておりますということでしたけれども、例えば北方の公民館

が指定をされました。そこに配置をされる職員さんが、やはり山内の職員さんが北方に来る

というよりも、北方の職員さんでそのグループを組んでもらう、そして、支援員さんを含め

たところで一番行きやすいところ、近いところですね、いち早く開けられるような体制が望

ましいかなと思っております。 

その辺どのようになっていますか、お尋ねします。 

○議長（吉川里己君） 

黒尾総務部理事 

○黒尾総務部理事〔登壇〕 

職員の居住地を考慮してということなんですけれども、避難所を開所する際に、迅速に避

難所に行けるよう、避難所の近くに住む職員を優先して配置するよう配慮をしております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

その場合は緊急の場合だから、例えば要請があっても行けないときもありますよね、その

ような連絡体制の構築もきちんとできていますよね。不備がないように、ぜひ配置のほうを

しっかりとお願いしたいと思います。 

そして、次にですね、事前に分かっている災害というか、予防ですね。今回の台風みたい

にゆっくりゆっくり来ている台風だったら、ある程度こう、予測というかですね、動きの予
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想もできるかなという思いもしますが、緊急の場合、ゲリラ豪雨とかですね、例えば大雨と

か地震とかですね、そういうときにはちょっと大変かなとは思いますけれども、今回みたい

なときに、教育機関等の休園、そして休校、いろんな教育機関のみならず、いろんなものを

休止する場合の基準についてどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

学校施設等の休園、休校の基準についてでございますけども、まず、保育施設等につきま

しては、保育施設等の避難情報発令時対応ガイドラインというものを設けております。また、

小中学校におきましては、武雄市立小中学校臨時休業判断基準という、この両方の基準を定

めて、休園、休業の周知等につきましては、各連絡アプリやメール等を使って周知を行って

いるところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今回、注目をよく集めたのがですね、他の自治体で避難勧告を出されたりとか、出してい

なかったりとかですね。学校が休校になった、休校になっていないということを、何で対応

が違うんだというのがよく言われておりました。 

そこでですね、そのガイドラインがあるというのは分かりましたが、例えば台風のときの、

どのようなときにこういう措置が取られるという、基準についてはどのようになっているの

か、まず台風について、今回、台風だったので、台風についてお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

議員の御質問ですが、台風という形ではなく、ここに定められている基準につきましては、

警戒レベルによって基準を定められております。 

保育施設等の休園基準でございますけども、開園時刻までに警戒レベル３以上、いわゆる

高齢者等の避難が発令された場合につきましては休園をするというふうに定めております。

また、小中学校の基準につきましては、同じく警戒レベル３の場合については、各学校長の

判断で、状況を見ながら休業の判断を行うと。 

なお、４以上、避難指示が出た場合におきましては、市の教育委員会のほうで市内小中学

校を休業するということで定めております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 
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○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今回、学校の休園等が、たしか決まったのが８月 27 日の夕刻に、28 日、29 日については

休校ということでしたよね、たしか。 

ちょっと確認させてください。27 日のその休校が決まったときですね、警報が発令された

場合の状況だったでしょうか、お尋ねします。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

決定時にはまだ発令をされている状況ではございません。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

あらかじめ、その危険を考えてということですね。 

先ほど「された」、警報が出た場合、高齢者避難等の警報が出された場合、出される前なん

ですよね。ここの違いをしっかりとですね、その見定めるときに出された、出される前でも

こういう対処をしますと、やると、やりますということをきっちりとしとかないとですね、

曖昧になってくると思いますがいかがでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

今回は暴風警報が発令される前に休校を決定したわけでございますが、これにつきまして

は、気象庁の情報、また、防災・減災課とも、その翌日、翌々日の気象情報等について想定

される内容を確認した上で、警報が出される可能性が高いということでしたので、そういう

形を取らせていただきました。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

事前にですね、やっぱり危険を避ける、危ないことは避けるという意味でも、やはり事前

を考えて、そういう予報をしっかりと把握されてですね、安全・安心を保っていただきたい

と思います。 

そして、今回その休園・休校・休止の周知についてはどのようにされたのかお尋ねをいた

します。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 
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○古賀こども教育部長〔登壇〕 

各周知につきましては、先ほども少し触れましたけども、保育施設等につきましては、各

園で連絡のアプリやメールにて周知をすぐに行っております。また、小中学校におきまして

も、学校連絡アプリを使いまして、各保護者等への周知を行っているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

メールやアプリを活用されていない方もいらっしゃるかも分かりませんので、その辺の周

知の方法についてはですね、たくさんある中で、やはり行き届くように、今後もぜひお願い

をしたいと思います。 

そしてですね、この教育機関等が休園・休校になったときのですね、子育てに関わってお

られる方の職員さんの登庁についてはどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

おはようございます。災害時の職員の登庁に関して、御質問でしたので、まず、基本的に

市の職員は地方公務員としての、上司の命に基づき業務に従事する義務を負っておりますの

で、当然、災害発生時などの緊急事態が生じた場合でも同様でございます。 

しかしながら、市全体として業務を円滑に進めるためには、個別の職員の事情等に対し、

合理的な範囲で配慮する必要もありますので、その状況を踏まえて、児童生徒を養育してい

る職員についてですが、諸事情により災害対応業務に従事することが著しく困難な場合につ

いては、他の職員と勤務する期日を交代するなどの対応を行っております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

地方公務員ということで、その業務の遂行ですね、これがまず第一であると。市役所が最

後のとりで、最後とは言いませんが、いろんな災害時においてもですね、いろんな職務を担

うであろうし、そのためにはマンパワーが必要であるということがまず第一であると。 

しかしながら、そういう職員さんがいた場合には配慮をするということですよね。 

でも、どうしても交代する人がいない、どうしてもやらなければいけない仕事があると、

職務があるというときに、例えば見てくれる方がそのときだけいなかったという場合ですね、

こういった場合はどのような対応ができるのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 
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○秋月総務部長〔登壇〕 

先ほど、議員の御質問の、職員の子供関係で、見てくれる人がいない場合、こういう事情

については、その個別の職員の対応、状況にございますので、そこについては上司のほうに

相談して、勤務日を、先ほども申しましたけれども、交代するような形でできないかという

ことで、対応しているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

どうしても見なければいけない場合とかですね、短時間でも預かってくれるところとかで

すね、例えばちょっと、危険な状況じゃないときにですね、同伴で来て、短時間で済ませて

帰るとかですね、そういう対応も必要なときもあるんじゃないかなと思って、どうなってい

るのかなということで質問をさせていただきました。 

庁舎の空いている部屋とかをちょっと使ったりとかですね、そういうことも今後の対応の

ときに考えていくとかですね、そういうことも、いろんな、考えていければいいなと私は思

っているんですが、その短時間でも預かってくれるところ等、あればいいなという思いがち

ょっといたしました。 

次に、各種ハラスメント対策ということで御質問をさせていただきます。 

皆さんも御存じのとおり、この一般質問の前にも、ある自治体の知事のお話がですね、少

し出ておりました。ほかの自治体でもですね、いろんな、パワハラとか、いろんなハラスメ

ントが発生しております。 

どのような言葉がハラスメントに当たるかとかですね、どのような行為がハラスメントに

当たるかというのは、なかなか難しいところかなと思いますけれども。 

まず最初にですね、ハラスメントの類型について、先ほど、上田議員の中で、12 種類のハ

ラスメントがまず出されました。これ、それ以上にあると言われておりましたけれども、ハ

ラスメントの類型としては、どのような類型があるのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

ハラスメントについてですけど、多種多様なものがございます。それと、毎年ですね、い

ろいろな新しい用語が発生しております。 

その中で、ハラスメント、暴力行為、それから威圧関係、それから、言動・行動も含めま

して、パワーハラスメントだったりとか、セクシュアルハラスメントだったりとかいうです

ね、個人的な形を類型的にするものとか、それから、嫌がるような行為、これはマタニティ

ーハラスメントとかパタニティーハラスメント、アルコールハラスメントなどが類型的にあ



- 164 - 

ると思っております。種類としてあると思っております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

多種多様なハラスメントがあるということでお聞きをしました。 

福井県の敦賀市議会のほうでは、ハラスメント防止条例というのを議員が提案して、今、

されております。他の自治体でもですね、六十数自治体のところで条例が制定されていると

いうことをお聞きしております。佐賀県内においては、条例制定はゼロということになって

おります。 

しかしながら、この武雄市においては、職員のハラスメントの防止等に関する規程があり

ます。 

冒頭申し上げました、今、他の自治体では、首長のハラスメントとかですね、そういうも

のが百条委員会で調査をされております。 

これの一番、原点になったのは、公益通報制度、これがあったと思います。武雄市におい

ては、この公益通報制度においても、規程なんですよね。この公益通報制度については、今

回、質問はいたしませんが、性質の違うハラスメントですね。 

先ほど、多種多様なハラスメントがあると言われました。先ほどの規程の中にも類型は少

し載せてあります。性質の違うハラスメントへの個別の対策についてはどのようにされてい

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

ハラスメントに対する個別の対応等についてですけども、まず、パワハラやセクハラとい

った、職員が加害者とならないよう、外部講師により、職員の研修や注意喚起などを行って

おります。 

それとあと、もしこういう事象で被害を訴える職員がいた場合については、相談や面談、

カウンセリングを実施して、また必要に応じて関係者にヒアリングを行って、事実関係の調

査等を踏まえ、必要な者に対して指導や注意喚起を行うような対応をしておるところでござ

います。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

パワハラ、セクハラ等については内部での発生がほとんどですよね。 

その場合に、今回ちょっと、市の対応についてはどうされるのかということで、対策につ
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いてはどのようにされているのかということでお尋ねをしました。 

調査等を踏まえ、必要な者に対して指導や注意喚起を行うような対応をしているというこ

とですが、今回質問しているこの規程ですね、ハラスメントの防止等に関する規程の中にあ

るのはですね、別表第１、第２においても、内部の方が調査をされるんですよね。 

兵庫県の中で問題になったのも、内部調査なんですよね。何で内部だけで納めようとした

のかというのが一つあったと思うんですよ。これに書いてあるのもほとんど内部なんですよ

ね。 

第三者機関の設置についてですね、今後、考えていかなければいけないと思うんですよ、

やはりこう言われている中ですね。 

このことについてはどのように思われますか。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

外部に関することについてですけども、もし事象等で調査関係を外部にする場合には、人

事委員会のほうに委託をするということも考えております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

外部にこう委託すると。人事委員会。人事委員会は県にありますよね。 

専門家の方が人事委員会を司っておられるのかお尋ねいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

人事委員会の構成については、内部のその職員も含めて、外部の職員がどういうふうな状

態になっているかについては存じ上げておりませんので、そういう答弁にさせていただきた

いと思います。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

その人事委員会にもあるということ――だから、そこはしっかりと調べて、事前にですね、

こういうものが発生する前に相談するんだから、私は調べておく必要があると思いますよ。 

なぜこれを言ったかというのは、佐賀新聞にですね、「県内自治体、防止条例制定はゼロ」

という見出しで、県内のある自治体の職員さんのことが書いてあったんですよ。人事委員会

も認定をしなかったと、調査をしてくれなかったというコメントがあるんですよね、コメン
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トが。 

やはり、そういう思いをされている職員さんが相談するときですね、やはり、しっかりと

調査をしていくという体制をつくっておいて、それを明示するというかですね、条例がない

んだから、条例を制定するとかですね、そこにこう書き込むとかですね、こうやりますよと、

外部、第三者委員会を立ち上げますよというのがあれば安心につながるだろうし、啓発の部

分にもつながっていくかなと思いますので、そこを我々もですね、議案として提出すること

を考えたり、研究したりですね、そこをやっていかなければいけないなと思うところであり

ますが、次にですね、内部の問題もありますけれども、今、非常に多く言われているのが、

カスタマーハラスメントについて、令和元年に、たしか、パワハラ、セクハラ等についての

方針を示すようにと法律が変わったと思います。 

令和２年にこのカスタマーハラスメントが追加をされたと思っておりますが、ちょっとこ

のカスタマーハラスメントの定義についてはどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

議員御質問のカスタマーハラスメントについてですけれども、捉え方としまして、市職員

でない者から職員に対して理不尽な要求や威圧的な言動といったものということが行われる

ことと捉えております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

市職員でない者から職員に対して理不尽な要求や威圧的な言動といったものを行われる

ことだということですが、じゃあ、そのカスタマーハラスメントに対する対策と対応につい

てはどのようにされていますか。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

まず、カスタマーハラスメントについては、パワハラやセクハラといった他のハラスメン

トと異なりまして、ハラスメントを行おうとする者への直接の指導等が行えないため、対応

方法について大変苦慮する事案ではございます。 

実際、カスタマーハラスメントに対する対応についてですが、まず、窓口部門、これは接

客関係で多くありますので、まず、暴力行為などを伴う来庁者については警察に通報するな

どの対応を周知しております。それと、安全対策指導員としまして警察官ＯＢを防災・減災

課に配置しておりまして、必要に応じて窓口で同席する対応といったことも行っております。 



- 167 - 

それと、対策の一環として、今年４月から職員が身につける名札につきまして、フルネー

ム表記をやめて姓のみをひらがなで表示する内容に改めております。 

今後、窓口対応の困難事例については、複数の職員で当たる電話対応においても会話の録

音をするといった具体的な対応を盛り込んだカスタマーハラスメント対応マニュアルの作成

を考えておりまして、職員への周知を行っていきたいと考えておるところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

マニュアルもつくっていくということですね、対策としてですね。 

定義と対策と対応についてはお聞きをしましたけれども、よくですね、よくというか、前

回、北海道で市議会議員の方が違う施設に行って、ちょっと佐賀弁になりますけどね、おい

ば誰と思っとうとやって、市議会議員ぞって、よそのところで言いんさった。 

これはカスハラに当たるとですかね、それともパワハラに当たるとですかね。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

その個別の状況によって威圧的な言動とか暴力的な行為等、これについては非常に――パ

ワハラ、それと、カスタマーハラスメントということで判断が難しい状況にはなりますので、

ちょっと事象によって変わってくるかと思っております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今言われた方は北海道の市議会議員さんだったんですけどね。 

パワハラ、セクハラ、カスハラの中でいろんな問題があると思いますが、さすがにパワハ

ラの中で、机に足を上げて職員を叱責したりとか、そういう行為をする方はいらっしゃらな

いだろうなと、上司の方はいらっしゃらないだろうなと思っておりますけれども。 

先ほど言われましたカスハラについての定義ですね、これは非常に難しい、定義づけるこ

とが難しいということは、私も調べていく中で分かりました。 

そういった中、先ほどマニュアルをつくるということを言われましたけれども、全国銀行

協会さんが取り組まれているのが、全協会の中で統一して、こういうこと、このカスハラに

ついて指針をつくりましょうとか、そういう取組をされている中に――栃木銀行なんですが、

カスタマーハラスメントに対する基本方針の制定ということでお客様へ通知をされておりま

す。 

基本方針を貼り出すと。お店の中にも貼り出してあります。職員に対する暴行・傷害、そ
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して、ここにいろいろ書いております、出しておりますが、各企業とか、その取り扱うとい

うか、取り組むところによって、この定義のような行為について表示が違う部分がたくさん

あるんですよね。だから難しいなと思っておりますけれど。 

そんな中、自治体の取組として、これ、札幌市なんですけど、札幌市のほうでこのカスハ

ラに対する啓発ポスター、これがカウンターのところ、各部署なのかどうかまでは把握して

おりませんが、貼り出してあるということなんですよね。 

先ほど言いました全国銀行協会ですね、そこでもこのようなポスターが貼り出されており

ます。 

これが厚生労働省の中で、いろんな省庁をまたがって作られているのですが、モデルポス

ターですね、こういうのもあるので、非常に作りやすいかなと思いますが。 

こういう啓発活動について――マニュアルもつくられるので、カスハラ等の行為が起こる

前に、啓発のためにこういうポスターを貼り出したりとか、そういう考えはありませんか。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

議員御紹介していただきましたポスターについてですけれども、今後、具体的な対応内容

を検討していく中で、他の自治体も取り組まれているこういうポスターの活用についても参

考にさせていただきたいと考えております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

ぜひですね――そういう場面に出くわした職員さんは、きっと心に傷を負うと思うんです

よね。そういう方のメンタルチェックとかヘルスケアとか、そういうものも大事になってい

きます。 

このハラスメント対策の中で、ヘルスケアについては基本指針が出ていると思いますので、

それをしっかりと、ぜひやっていただきたいと思いますけれども。 

カスハラについて特に特化してお伺いしましたけど――先ほどモニターにも出しました。

ここでは、こういう、分かりやすく書いてあります。 

ハラスメントの対応、カスハラの行為別については、時間拘束型ですね。長時間拘束する。 

そして、リピート型。何回も何回も同じことを長時間にわたって繰り返すとかですね。 

暴言型。威圧的な言動で、侮辱的な発言をしたりですね。 

あと、暴力型ですね。これは絶対あってはならない、暴力行為をするようなことですね。 

威嚇・脅迫型。これも暴言・暴力型に近いところなんですけれども。 

また、権威型ですね。正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする。 
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また、店舗外拘束型というのが非常に、これはしっかり説明しますが、詳細が分からない

状態で、職場外である顧客等の自宅や特定の喫茶店などに呼びつけたりするのが、この店舗

外拘束型という事例になってまいります。 

また、ＳＮＳ、インターネット上での誹謗中傷型。これもよく皆さん目にされると思いま

すけれども、目にされるというか、こういうのがありますよというのを聞かれると思います

が、フェイスブックやエックスまたはネットの、何かいろんなところで書き込みがあってい

るのが、インターネット上での誹謗中傷型となっておりますが、ＳＮＳについては非常に用

心しなければいけないなと。特に、過去、名誉毀損の例もありました。 

このＳＮＳで発信することによって、印象操作があったりイメージの誘導ですね、悪いほ

うに、悪いほうにイメージを誘導したりとかですね、そういうことも考えられます。 

職員さんが――私、ちょっと注意したいなと思うのが、６月のライドシェアの予算のとき

に言いました、ＳＮＳに書かれていましたよと。 

その中で、部長のチンピラ答弁が響いていますがと。名前なのかどっちか分かりませんが、

武雄市役所にチンピラさんっていらっしゃいますか。 

○議長（吉川里己君） 

質問を続けてください。 

○12番（池田大生君）（続） 

チンピラ答弁が続いていますが、ということでした。 

チンピラという言葉を調べました。非常に欲張りで、やり方が図々しいこと、多数の人が

意思や要求を通そうと集団で威力を示すことが含まれる。一般市民に対して些細な理由で示

威行為をする者ですね。この示威行為は多数の人が意思や要求を通そうと集団ですることな

んですね。あこぎな行為をする者の俗称ということで、そういう言葉が使われております。 

こういう言葉を、しっかりと真摯な答弁をされている方にこういう誹謗中傷をするような

ことはやめていただきたいと――ここはカスハラの――私はそう捉えておりますので、そこ

をぜひ注意をしていただきたいと思います。 

次にまいります。 

市政運営について最後の質問ですが、武雄市の空き家対策についてお尋ねをいたします。 

以前お尋ねしたときに、武雄市の空き家については 832 戸、これが平成 29 年６月の時点

での数だったと思います。倒壊する危険家屋が 17 戸という答弁をいただいております。 

最近ちょっと聞いたのが、件数が増えたのかなというような数を聞いたので、今現在、武

雄市の空き家の状況はどうなっているかお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 
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御質問の空き家の状況でございますけれども、空き家全体では８月末時点で 1,044 件を捕

捉しているところでございます。なお、この危険家屋等の特定空家につきましては 23 件とい

うことでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

空き家が 1,044 件で、倒壊家屋、危険な倒壊空き家に該当するものが 23 件ということは

増えていますよね。 

この増えた要因というのは何なのか、そこについてお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 

主に人口減に起因するものでございますけれども、一人世帯の高齢者の方がお亡くなりに

なられたりとか、施設のほうに入所されたりとか、また、相続問題であるとか、自然災害の

影響等も原因であるというふうに考えているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

相続の問題等、調査にすごく時間を要すると。この辺の要因についてはずっと変わってい

ないんですよね。ただ増えてきたのかなと思いますけれども。 

今後、武雄市の取組と対策についてはどのようにされていきますか、お尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 

今後の取組についてでございますけれども、今現在、空き家空き地バンクのほうを幅広く

市報、市ホームページ、不動産ポータル等に掲載し、有効活用を目指しているところでござ

います。 

また、空き家を有効に活用される方への支援策として、市内の空き家を購入し、居住のた

めに必要な改修を行う方に対してのリノベーション補助金事業の実施や、空き家除却といっ

た事業の補助金等の実施をしているところでございまして、空き屋の有効活用策を中心に進

めていきたいというふうに考えております。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 
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有効活用をしていきたいと。 

件数的には増えてきている現状の中、これも課題ですよね。人口が減っていく中、住む人

が減っていくんですから、当然、家屋のほう、空き家が増えていくという現状は分かります

が、どうにかしていかないと危険倒壊家屋につながる部分ですね、これをしっかりと事前に

食い止めるためにも活用をしないと、どんどんどんどん倒壊家屋に移り変わっていくという

現状がありますので、ここはしっかりと空き家バンクを活用しながらやっていただきたいと

思いますけれども。 

武雄市は以前に、一般社団法人全国空き家バンク推進機構との協定を結ばれて、空き家対

策に乗り出したと思うんですが、空き家対策等の――全国のトップを切ってのプラットフォ

ームになるということでしたが、これの協定について、今、どうなっているのか、この空き

家対策推進機構がどうなっているのかと、これにかかった経費と成果ですね、これについて

お尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 

協定につきましては、今現在も継続をしているというふうに認識しております。 

こちらの協定に関しましての経費は、特段、発生をしておりませんけれども、成果といた

しましては、全国的な不動産物件情報等に武雄市の空き家バンクの登録情報を掲載すること

によって広く情報発信することができ、高い確率で成約をされているといったところでござ

います。 

また、会員である他自治体から集めた意見や他市の対策等についても情報を共有させてい

ただいたところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

経費についてはかかっていないと。 

まだ、協定は継続中なんですか。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 

協定につきましては契約書等の期限の定めがございますので、継続中であると認識をして

おります。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 
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○12番（池田大生君）〔登壇〕 

継続中と。 

どのような活動をされているのか、この法人自体がどのような、今、登記上になっている

のか、その辺について――今回通告しておりませんので、次回お尋ねをいたします。 

これについて武雄市の職員が２年間の派遣要請が来て派遣をされていたと思いますが、こ

の業務内容と成果の還元、この職務のフィードバックがどのようにあったのか、そこをお尋

ねします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

この空き家バンク推進機構には職員を１年間派遣しております。 

この法人で派遣研修を行った職員ですけれども、その成果としましては、他の自治体から

同様に派遣された職員と共に業務に当たり、多様な考え方や仕事の進め方を身につけること

ができ、また、全国各地の空き家の状況や、自治体における課題やその解決に向けて事業に

携わることで知見を得ることができたと考えて、成果としてはそういうものがあったという

ことでございます。 

それから、先ほど人事委員会における外部の委員の数についてですけど、３名でございま

す。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 

○12番（池田大生君）〔登壇〕 

外部委員の数については、数を聞いたんじゃないんですよね。どのような方がいらっしゃ

いますかというのを聞いたんですよ。 

１年間の研修で、空き家の状況や自治体における課題解決に向けて事業に携わることで知

見を得ることができたと。しかしながら、空き家が増えているんですよね、実際ですね。効

果があったのか、なかったのか。そこをしっかり検証しなきゃいけませんよ、この派遣研修

についてですね。 

そして、２年間だったのが、なぜ１年間になったのか、最後にお尋ねをいたします。 

○議長（吉川里己君） 

秋月総務部長 

○秋月総務部長〔登壇〕 

研修についての成果が得られたということで報告を受けているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

12 番池田議員 
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○12番（池田大生君）〔登壇〕 

今回、空き家に、いろんなことをお尋ねしましたが、パワハラ、セクハラ等、そしてカス

ハラについてお尋ねをさせていただきました。 

あってはならないことは撲滅していく。これをしっかり守りながら、12 番池田大生、一般

質問を終わります。 

○議長（吉川里己君） 

以上で 12 番池田議員の質問をここで終了させていただきます。 

モニター準備のため５分程度休憩いたします。 

休   憩    11時５分 

再   開    11時11分 

○議長（吉川里己君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、18 番牟田議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）議長より登壇の許可をいただきました。 

一般質問をするときは、いつも私、テーマを決めてやっているんですね。前は、鉄は熱い

うちに打てとか、やるときは今でしょうとか。 

今日の一般質問の流れのテーマを決めて、今回つくったのは、今、我々が生きている今は、

それは先人が、祖先が命をかけて守ってきた未来が今であると。そういうのをテーマに、私

は今回の質問を始めさせていただきたいと思います。 

まず最初に、人口減問題。 

今、棚田、見えていますけれども、これはね、一昨年までつくられていました、田んぼ。

ところが、もうこの２年で、だだだだっとつくられないところが出てきた。 

ほかも一緒です。これは中山間地ですけども、通常の平地でも耕作放棄地が増えてきまし

た。でも、それが２年たつと当たり前になってくるんですね。 

私、この前ちょっとショックなことを言われましてね。僕、髪の毛をこうやってつるつる

ぼったんにして３か月半なんですよ。３か月半なのに、牟田君、前、どがん髪型しとたっけ

って。わかるですよね。 

たった３か月半でその状況に慣れてしまうと。何か適応力じゃないですけども。 

そこで、今言いました、２年しかたっていないけど、これが当たり前になってくる。そう

いうのが逆に怖いんですよね。 

質問の１番、人口減問題。 

その中で、市長は大学誘致のときによく使われる、真っ先に使われるのが、武雄市の人口、
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今４万 7,000 人ですかね。４万 7,000 人が 2050 年、今から 25 年後には３万 6,500 人になり

ますよと。これを何とかしたいものの一環で、大学のほうも来てもらいたいということを一

番、いつも説明会の冒頭で話されています。その危機感は物すごく伝わります。 

私がここで言いたいのはどういうことか。 

武雄市の人口 2050 年、３万 6,558 人。武雄市は分かりました。武雄市はそうなるというの

は分かりました。 

じゃあ、武雄市にも各町あります。この各町ある人口を、この人口予測ツール、国が出し

ている人口予測ツールで当てはめてみると各町はどうなるのか、2050 年。 

まず、武雄町、2050 年には１万 7,000 人が１万 6,000 人。これ見ると、そんなに変わらな

いですよ、武雄町は変わらない。 

では、朝日町。朝日町は増えるんですよ、よかですね。朝日町、増えるんですよ。 

じゃあ、何で１万人も減るのか。 

次が、各町の周辺部、各町の 2050 年をその係数で当てはめて出した数字がこれです。 

橘町、ひとつひとつ言うともあれですけども、1,000 人以上減りますね。 

武内町も一緒です。若木町はちかっと、そこまでないです。 

東川登町は 1,900 人、2,000 人いるのが 700 人ちょっとしか居なくなる。 

25 年後ですよ。25 年後っちゅうと、皆さんまだ元気でしょう。 

西川登町、1,600 人が 680 人。この中で、武雄市の９つの町の中で、一番減る数字が出て

います。 

山内町、8,200 人が 4,200 人、半分になります。 

つまり 4,000 人、東川登町、西川登町の人口が丸ごといなくなるのと同じ減になります。 

北方町、6,800 人、3,000 人以上減ります。3,000 人というと、若木町と東川登町を合わせ

た分がなくなっちゃう、いなくなっちゃう。 

どういうことが言いたいか。 

武雄町、朝日町は、市長が心配される 2050 年の人口減は、あんまり心配せんでよかと。と

ころが周辺部は、こうやって人口減をばちかぶるということがおかしかですね。やっぱり何

らかの対策をやらなきゃいけない。 

2050 年というと、さっき 25 年後って言いましたよね。25 年後と言いましたけれども、ち

ょっと先のことかなと思っちゃう。 

じゃあ、10 年後の数字を出してみました。同じ係数を当てはめて、10 年後どうなるか。こ

れ、10 年後ですよ。 

武雄町は増えます、10 年後。心配せんでよかです。武雄町の人たちは、心配せんでよかで

す。増えます。 

朝日町は増えます。心配せんでよかです。 
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橘町、10 年後、減っていますね、600 人以上。武内町も一緒です。 

若木町は減り方、ちょっと若干少ないですかね。東川登町は 500 人。 

10 年後ですよ。さっきの 25 年後とは違う、10 年後。 

こうやって、山内町もさっきは 4,000 人減ると言ったけど、もうこの時点で 2,000 人減る

んですよ、10 年後で。北方町も千数百人減る。 

ひょっとすると、この後も災害が続けば、まだまだ分からない。 

ですから、私がここで言いたいのは、何回も言っていますけれども、いつも私はマスター

プランをきちんとつくってくれと。今までみたいな全体のマスタープランじゃなくて、全て

の町、各町ごとに目標値を定めて、例えば橘町はこういうまちづくりで、人口はこれぐらい

になるけど、これぐらいで押しとどめるような政策を行いますよと、そういうふうな政策を

今度のマスタープラン。 

マスタープランというのは、市の背骨、骨格、それに従って市は動かなきゃいけない。そ

れを 12 月議会、３月議会、６月議会と、口が酸っぱくなるほど言ってきました。 

もちろん 12 月議会から、私も、いつもこの問題、取り上げています。 

ですから、こうやってごとって来る前に、10 年後の 2035 年、この人口よりもプラス２割

でも３割でも増えるような、そういう政策を加えたような、そういうマスタープランづくり

をしていただきたいと思って、こうやっていつも訴えさせていただいております。 

実際のところ、先々の答弁では、今回の答弁は、今回のマスタープランはそのようにした

いと思いますという答えをいただいております。 

今年がマスタープランをつくる年ですからね。そのマスタープラン、どのような経過を今、

やっているのか、そのようなことを考えてやっていただいているのかというのを最初の質問

にしたいと思います。 

マスタープランは重要です。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まず、市全体を考えたときに、やはり一番大事なのは、市内でどこに住んでいても安心し

て住み続けられることという、そういう状況をつくっていくのが、まず大事だと思っていま

す。 

あわせて、市全体として、人口減少をいかに食い止めるかということを取り組んでいく必

要がある。これは、持続可能な財政という点でもですね。 

その上で、先ほど大学にも触れられましたけれども、大学の効果も中心部だけではなくて、

それがしっかり市内全域にも波及していくようなことを考えていかなければならないと思っ

ています。 



- 176 - 

そして、あわせて、各町については、やはりこれからは今あるものをどう生かしていくか

というまちづくりだと思っています。各町の均衡ある発展というのは、決して金太郎あめの

各町づくりではない。先ほどおっしゃったように、それぞれの町をというところは私も大変

大事だと思っています。 

それぞれの町が、今、ワークショップなどを進めながら、それぞれの町民の皆さんの御意

見を聞き、そして、共有をしているところでありますけれども、そういうのを踏まえて、各

町が自らの特色や強みを生かして、さらに伸ばしていけるような施策を個々に打っていくと

いうところが必要だと思いますので、そういう考えで現在のスター戦略の策定を引き続き進

めていきたいと考えております。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

武雄市には予算があります。人事権もあります。執行権もあります。 

各町には予算がありません。執行権もない。区長会長さんとか、ひょっとすると我々議員

が各町一人ずつ張りついているみたいな感じで。 

さっき言いました、2050年になると、我々議員もその町からもう出ることができないよう

になってしまうかもしれない。そういうふうな地元の現状をこうやってここで訴えるという

のができないような、そういう時代になるかもしれない。 

今、市長がおっしゃいました、各町ごとのということで、ぜひそれを進めていっていただ

きたいし、大学の説明会で、北方町のときだったですかね、上野元市議会議員が手を挙げら

れて、ぜひうちの町にそういう留学生とか学生さんたちの寮とか、例えば空き家とか、一緒

にホームステイとか暮らしてもらえればいいよって、そういうのも言われました。やっぱり

そういうのも一つの方策なんですね。やっぱり各町ごとにいろいろ考えないと。 

もちろんさっき言いましたように、各町で特色が違います。 

例えば北方町。人口これだけ減る、何とかしなきゃいけない、水害もきちんとしなきゃ、

対処しなきゃ減ってしまう。都市型の水害の対策のやつもきちんとやらなきゃいけない。 

例えば北方町の復興のやつで、ちゃんぽん街道を誰か出されましたよね。ちゃんぽん街道

のみならず。 

今、ずっとバイパスのところはスシローさんの隣のところまで開発が進んでいますよね。

ホンダさんか何かできるんですかね。 

そこから先は、もう北方町しかないんですね。だから、ロードサイドには、北方町にそう

いうふうな大型店とかなんとかを誘致する計画で北方を盛り上げる。ちょっと１本裏に行け

ば、ちゃんぽん街道で飯が食えると。そういうふうなまちづくりのマスタープランをつくっ

ていただきたいんですよ。 
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例えば山内町。山内町もバイパスが延びているけれど、両サイドには何もない。 

何もないことはないですよ。いろいろちょっと店が張りついてきていますけれども、そう

いうのも促進する。予算があればできるかもしれない。 

東西川登町、工業団地があります。工業団地を有効に使って、インターの上り下りを降り

るだけじゃなくて、きちんとそういうのもできるようにするとか、いろんな方策があると思

います。 

私の地元、若木町。若木バイパスを造っていただき、トンネルも開けていただき、松浦川

も整備させていただいているんで、あとはもう、例えば若木町はそういう一つの交通のハブ

でいくとか、住宅地を造るとか。 

武内町。武内町は赤穂山トンネルというのがありますけども、その向こう側の川良地区と

いうのは高級住宅街なんですけども、トンネルを過ぎて武内町へ入れば、もう車で一、二分

しか違わないのに、地価はもう全然違うと。そういうところを開発する、道路を開発する。

松浦川自体の水害をなくしていくと。 

いろんな方策があって、こういう数字にならないよう、ぜひマスタープラン。 

これ 10 年後ですよね。マスタープランは５年ごと。だから、今回出して、５年間でまた新

しいマスタープランをつくって、これにならないような形に持っていっていただける、そう

いう政策をぜひこれからも職員の皆さん、そして、地域の皆さんでつくっていってほしい。

まだつくる過程ですから、序段ですから、先ほど市長が言われたようにやっていただきたい

と思います。 

これ、しつこいほど言っていますんで、ぜひ、今回はこういう数字を出しました。これで

多分、皆さん危機感も出ていると思います。ひょっとするとテレビを見ている各町の皆さん

方、ああ、うちこがん減るとや、何とかせんぎいかんのうって、そういう醸成も出てくるか

もしれない。ぜひこういうのを強くお願いしたいと思います。 

では、次の質問。次の質問は、不法投棄について。 

この絵はね、山内町の犬走のちょうど入り口ぐらいにあるところです。 

今まではよく、カーブのちょっと路側帯みたいな空いているところには、ごみがよく捨て

てあるんですね。日本人もモラルなくなりましたね。もう性善説じゃ成り立たないような感

じできてます。 

前はよく、こういうところ、鳥居を造っていました。鳥居を造って、こういうところに捨

てちゃばちかぶるばいというようなところ造ってましたけど、今、山内町さんはこういうの

でごみを捨てるのを防止しています。 

確かにそうですよね。鳥居を造っても、宗教が違えば関係ないですもんね。 

こういうものをつくって、ごみを捨てるのを防止されている。これは本当にいい試みだと

思います。子供たちの絵をこうやってやってる。これは山内町さんだけじゃないですかね。
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ほかはやっていますかね。見ないですよね。やっぱりすごいと思いますよ。 

でも、こうやって道路沿いのところじゃなくて、さっき言いました、人口が減ると山に人

が入らない。ちょっと入って、人が入らない山に物を捨てる、廃材を捨てる、ややもすれば

産業廃棄物も捨てるかもしれない。木を切って、処理センターに持って行くのはお金取られ

るし、距離もかかるから、ここから入っていったとこに空き地あるから捨てようって、見え

ないところに捨てるかもしれない。そういうのを防止しなきゃいけない。不法投棄。 

これ、僕知らなかったんですけどね、不法投棄って捨てられ損なんですね、捨てられ損。

意味が分かりますかね。 

例えばこういうとこからちょっと入って、空き地に廃棄物がどさって捨てられていると。

不法投棄されとるばいと。そうしたら、どういうことになるかというと、地主さんで処理し

てくださいになるんですよ。地主さんがばちかぶらんぎいかんわけですね。捨てられてる被

害者なのに。 

相手が特定できればいいですよ。相手が特定できなければ、地主さんの負担になるんです

よ。 

普通の家でも一緒です。普通の家にブロックが何個かこう捨ててあったと。それも相手が

特定できなければ、その家の持ち主の人が自分のお金で処理しなきゃいけない。 

こうやって山の中、周辺部、人が入らなくなった、そういうところに捨てられるような場

所はいっぱいあります。そういうところに捨てられる。実際、そういうところがあります。 

ぜひ今回は、――ここは不法投棄の看板出ています。出てますけども、武雄市でこの不法

投棄の防止条例は、まず一つ目、これは簡単なことです。不法投棄防止条例はあるのか、こ

れをお伺いします。 

○議長（吉川里己君） 

弦巻まちづくり部理事 

○弦巻まちづくり部理事〔登壇〕 

議員御質問の不法投棄防止条例につきましてでございますけども、本市につきましては、

制定をしておりません。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

不法投棄防止条例はない。 

これ、ちょっと一応、儀礼的に聞いてあれなんですけども。 

ここに不法投棄禁止、これと同じ並びにあります。 

これ読むと、そっちからは見にくいんで、読みます。 

ごみを捨てた者は法律により５年以下の懲役、1,000 万円の罰金って。ごみを捨てたら
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1,000 万円の罰金なんですよ。これ上位法です。 

でもね、1,000 万円の罰金って、なかなかぴんとこないですよね。 

よく駐車場で無断駐車１万円もらい受けますといってありますけれども、１万円だったら

止めたほうがいいなという人いるかもしれない。 

これね、ぜひね、市で条例をつくって、市も独自の罰則、例えば 1,000 万円とか、こうい

うふうな非現実的な数字ではない。20 万なら 20 万、10 万円の罰金、それが抑止力になると

思います。市の条例で、20 万円の罰金を科しますとか、そういうふうな条例制定の考えはあ

るのか。 

これ、条例を制定しないと抑止力が出ない。 

例えば飲酒運転ですね。飲酒運転も、本当はやっちゃ駄目なのに、やる人はいるけど、極

端に減りました。それはやっぱり罰金に 100 万円、免許全部停止、そういうのが一つの抑止

力になっています。 

だから、不法投棄、この条例の策定をお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

今、この廃棄物については様々な法律がありまして、それぞれ、事業者とか市民とかの義

務が定められていて、そして、啓発も昔と比べると進んでいると思いますが、確かに、まだ

不法投棄は後を絶たないというふうに認識しています。 

先日、私、ニュースを見ていたら、茨城県で何かすごい不法投棄の量があって、県が３億

円かけて行政代執行で片づけるというのを見ました。 

やはり、事業者がそもそも処理しなければならない。見つからなければ、さっきおっしゃ

ったように、地主がしなければならないということで、じゃあ、そういったところに行政が

やるには行政代執行という形を取らざるを得ないんだろうと思うんですけれども、いずれに

しても、そのニュースを見ていて、大事なのは、やはり未然の防止と、そして、しっかりと

した、やっぱり注意喚起というか、早めの、早期発見かなというふうに思いました。 

今、市でも立て看をしたり、監視カメラを置いたりしてますけれども、まず、しっかりそ

ういった啓発を強化して、立て看をつけたり、カメラをつけたりというところをさらに増や

して行きたい。まず、これはできることだというふうに思います。 

その上で、私はこの条例も、ほかのいろんな条例もやっぱり調査をする必要はあると思い

ますので、まず、この条例については調査をさせていただいて、そして、やっぱりどういう

ことが必要なのか、そして、どういうことが有効なのかというところをしっかり見極めた上

で、当然、条例事項も必要ですので、それを整理した上で、必要であれば条例についても今

後検討していきたいと考えております。 
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○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

ぜひお願いいたします。 

カメラも設置。今、５台あるとお伺いしていますけれども、今はもうそんな高くないです、

センサーのカメラは。 

前、いつか質問した、国交省のモンスターウルフのことを出したときは、そこもカメラを

置いてるので、１万円ぐらいですよ、１台。太陽光でやりますから。 

そういうのを急遽増やして、そういうところの監視をして、きちんと証拠を押さえて、も

う 1,000 万円払えと、そがんことすっぎ、というようなことで、証拠を押さえれるように看

板、そして、カメラの増強をお願いし、さらにその上のステップで条例をつくっていただい

て、それでも駄目なら上位法の 1,000 万円、ぜひお願いしたいと思います。 

では、次、教育について。 

これは、さっき壇上で言いました。 

我々が生きている今は、それは昔の先達、先輩、祖先が命を賭して未来のために頑張って

きたのが今である。 

これはもう全体的なことなんですけども、この小学校は 150 周年記念を迎えます。 

100 周年記念がありました。今回は 150 周年記念。 

先ほど人口の数を出しました。200 周年記念できると思いますか、教育長。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

さらに 50 年後の 200 周年となると、そのときはもう存続が不可能な学校も出てくるかと

思います。そういうことを認識しております。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

100 年、150 年。130 年とか、140 年とか、160 年ではないです。この 150 周年、いろんな

各校が本年、来年迎えます。 

そういう中で、この、さっき言いました、先達、先輩が命を賭して守ってきた今が、この

150 周年、学校もそうです。 

そういう中で、この 150 周年記念、何らかの形で、市はこの 150 周年記念で協力ができな

いのか。 

教育大綱、いろいろ調べてきました。 
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これ見にくいから、ちょっとだけ読みますね。 

市民が郷土に対する、これ教育大綱、そして、教育基本法、そして、県の要綱、もう全て

ごっちゃで出してます。 

これだけに収まらなかったんで、もう取りあえず幾つか載せたんですけども。 

郷土を愛するところを、誇りを持てる、郷土愛を育む、支援を行います。地域との連携、

学校との連携、推進します。 

心の通った学校、郷土を愛する心。 

郷土を愛する心というのは、核は何なんですかね。郷土の核。 

郷土の核というのは家庭かもしれません。でも、家庭はその家になるんですね。 

郷土の核というのは小学校じゃないんですかね。郷土の核は小学校。 

何々小学校を出た、何々小学校出身やったとやあんた。 

学校ごとに集まる、俺はそこの卒業生だ。 

例えば中学になったらあれですけども。 

だから、この 150 周年、ひょっとすると、アニバーサリー、100 年、150 年の記念式典はこ

れで最後になるかもしれない。 

そして、後輩が、先輩たちが培っていただいた部分で、こういう部分の補助を、そういう

150 周年記念の補助をやっていただけないものかお伺いしますけれども、その前に、これ、

市長が教育大綱に書いている画像。市長、達筆ですね。 

これ見て、教育大綱のこの字を見て、市長が書いた、すごいなとか思っていたんですよ。

（発言する者あり） 

教育大綱、組む。 

「未来を担うすべてのこどもを主人公に組む」これが今度の教育大綱の表紙というか、中

にある市長のやつです。 

100 周年記念、各町、100 周年記念があっています。 

各小学校の、もう今 150 周年ですから、100 周年記念は一回通ってきました。 

これ、私が小学校５年生のときだったんですね、100 周年記念。当時の本山昌太郎市長、

いろんな方々がお見えになられて、そこのＯＢ、卒業生、100 年たつんだと、そういう感じ

で来ていただきました。 

その中で、寄附のやつ。寄附というか、出てます。 

ちょっとこの辺、消しました、個人名があるから。 

武雄市より 20 万円きてます。 

これは昭和四十何年ですかね。ですから、北川副市長もまだ市役所に入ってらっしゃらな

い時期ですよね。 

この昭和 40 年代、大体、初任給はどんくらいですかね。幾ら、２万円。１万 5,000 円か２
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万円のときに、20 万円。 

今、初任給が 20 万円としますよね。約 10 倍。武雄市は 100 周年記念に今でいうと 200 万

円やってたんですよ。それぐらい、やっぱり大切にしてた。 

今回、予算の「予」の字も出てなかった。 

これ、200 万円はちょっとやり過ぎですよね。やり過ぎっていうより、もらえたらそりゃ

あいいですけれども。 

だから、やっぱりそういうのをきちんと予算化して、周年事業ですけども、武雄市立の小

学校、今年、当初予算でも出ていませんでしたが、これを考えていただきたいと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾教育長 

○松尾教育長〔登壇〕 

今、議員さんから紹介いただきました 150 周年記念のことでございますけれども、市内小

学校で、御船が丘小学校あるいは北方小学校以外の９つの学校が、明治７年または明治８年

に創設されて、150 周年を来年度あたり迎えるということになっています。 

議員さん御指摘されましたけれども、この郷土愛あるいは愛校心を醸成することは、地域

あるいは自分が卒業した学校などについて長い歴史を学習することは非常に大切なことだと

思っています。 

周年事業あるいは式典などの開催の有無については、該当学校あるいはＰＴＡ、育友会、

そして地域の方と協議をされるものと思っております。 

議員お尋ねの周年事業への市からの補助につきましては、これまでの経緯を踏まえまして、

今後、検討させていただきたいと考えています。（発言する者あり） 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

明治７年。 

明治５年に学校令が発布されて、そのときの合い言葉は、村に一人も不学な家庭をつくる

な。不学というものは、不、学ぶです。不学な者をつくるなと。家庭に一人でも不学な者を

つくらないように学校を造りなさいといったのが明治５年。 

明治７年にそれを受けて、この武雄市も各小学校を設立し、不学な者をなくすと。そのと

きには一人も残すなということで、全員がそこに入っている。これはもう、もちろんそのと

きから無償でしたから。 

そういう歴史の中、歴史を学ぶとは、私はあまり考えないんですね。 

それが、私が壇上で言った言葉、私がここで言った言葉。次の世代に、次の世代の未来の
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ために、我々はこういうことをきちんとやって渡す。きちんとやったよと、次はおまえら 200

年目指せと。 

歴史学ぶなんていうのは、もちろん、大切なことです。 

でもね、やっぱりこういう節目をきちんと祝って、武雄市立の小学校 100 年、150 年、ア

ニバーサリーの記念、こうやって通り過ぎたというところをきちんと鑑みて、市長と含めて

考えていただきたい。 

これはひょっとすると、テレビ見ている人も多いかもしれない。こういう 150 年なんだっ

て言う人もいるかもしれない、携わっている人もいるかもしれない。逆に、市が出すのは当

たり前だと思っている人もいるかもしれない。 

僕はどっちかというと、市が主体になってやらなきゃいけないと思うんですよ、市が主体

となって。 

ぜひ今度、これからまた検討するということですから。検討は何でしたっけ、やらないと

いうことでしたっけ、じゃないように厳しく見ておりますので。 

これ、パワハラではないですからね。厳しく見ていますので、その辺のところで御考慮く

ださい。 

市長は、組む、そして、武雄市は 100 周年のときは、今でいうと 200 万円出した。経緯を

見据えてという言葉がありましたけれども、経緯を見据えてお願いしたいと思います。 

では、次、武雄アジア大学。 

武雄アジア大学に関しては、６月議会で予算を通しました。 

通す中で、私は当初、懐疑派でした。懐疑、大丈夫かな、これでいいのかな、予算をつけ

ていいのかなと。 

市の説明、そして調査、結果、そういう中で、いろんなことで、特別委員会の中、本会議

の中、一般質問、そして議案審議でいろいろ聞いて、最後は賛成に私は回りました。 

そういう中で言ったのが、武雄アジア大学の補助金交付要綱について私は要望も出しまし

たし、本会議でも言いました。 

この後、ちょっと抜粋で、一部抜粋ですから分かりにくい。 

分かりにくいけど、今度の要綱というのは、上から下りてきた補助金交付要綱じゃなくて、

市で独自でつくれるんだから、今までの懸念材料のこと、例えば、市のお金を出したところ

で反日教育をするなんてとんでもない。そういうのだったら私は反対しますと、きちんと言

いました。 

でもそれはきちんと、やらせない。これは市長が説明会でも言っていただいております。 

留学生に関してもきちんと管理する。 

聞いたら、よそは行方不明者とかなんとか出ているらしいけど、佐賀女子短期大学での留

学生は今のところ行方不明もいないし、きちんと管理されていますよというような返事でし
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た。 

そういうのをきちんと明文化して、補助金交付要綱、もしくはいろんなものを載せてくれ

という質問を出しました。 

市長はそれに対して、様々なリスクを想定して、市が云々ということで対応するというん

ですけども、補助金交付要綱の案を見せてもらいましたけれども、私及び我々が要望した部

分は載っておりませんでした。 

載っておらないということは、覚書もしくは協定書だと思いますけれども、そちらのほう

に記載されると理解していいんでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

６月議会で予算を御承認いただきましたが、そこに行き着くまでに御指摘いただいた様々

な事項は、大変重たいものだと認識しております。 

今後、旭学園と書面締結する際には、覚書等にきちんと明記いたします。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

今、覚書という言葉を使われました。 

協定書じゃなく覚書でよろしいんでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

はい。覚書に明記いたします。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

何となく、覚書だと弱々しいような感じがするんですよね。 

協定書とか、この要綱に載せると。 

要綱に載せたら、きちんと法的拘束力を持って、そういう違反をやったら駄目ですよ、こ

れ失効、返してくださいと言える。 

協定書というのも、ひょっとすると収入印紙貼らないかもしれないけど、そのようになる

かもしれない。 

覚書という部分に載せても、きちんと法的拘束力はあるんでしょうか。 

法的拘束力がない覚書だったら、きちんと補助金交付要綱に載せていただく。法的拘束力
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があるんなら、それはいいですけども、その辺のところ、ちょっと私よく分かりません。 

覚書でも、そういうふうな違反をする。 

例えば、これは大学の教科案です。 

教科、こういうふうな履修科目がある。その中に、例えば東アジアの中の日本を履修する

かもしれない。あと、東アジアと社会の文化、東アジア、韓国の政治経済学、韓国・朝鮮の

歴史、ひょっとするとこの中に地理が出てくるかもしれない。地理が出てきたら、尖閣の問

題、竹島の問題、そういうのもあるかもしれない。 

だから、私は、繰り返しになりますけども、武雄市が補助した金を使った大学が反日教育

をする、もしくは孔子学院みたいなものを置くのは反対だときちんと言ったと思います。 

だから、そういうのをきちんと覚書に載せていただけますか、補助金交付要綱に載せてい

ただけますかと。載せるということだったから、私は賛成しました。ほかの部分も含めてで

すよ、人が集まるとか、財政的体力があるのかというところも含めて賛成しました。 

この部分はきちんと覚書に載せて、覚書とさっきおっしゃいましたので、覚書で法的拘束

力を持つのか。 

例えば、２年、３年して教授が変わって、こういうのを始めて、行政論もありますね。 

そういうのでしたら、やっぱりきちんとした、これは駄目だよという法的拘束力はあるの

か、これをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

覚書の前に、補助金交付規則第 12 条には交付決定の取消要件を定めており、その中に、市

長の指示、もしくは命令に従わなかったときは補助金等の交付の決定の全部または一部を取

り消すことができる条項があります。大学開学に向けた覚書等に記載の内容が守られなかっ

たときには、この条項が適用されます。 

今後、旭学園と書面締結をする際には顧問弁護士に相談をしながら、委員御指摘の法的拘

束力など、確認しながら進めます。 

○議長（吉川里己君） 

間もなく正午となりますが、一般質問を続けます。 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

その規則の中で、それに違反した場合は交付をしないということですよね。 

でも、交付した後だったら。 

さっき言葉で言った、２年後、３年後にそういうのを始めたら、そういうのも大丈夫なん

ですか。 
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交付規則で、お金を払う前だったら、それ効きますよね。払った後にそういうことをした

らどうなるかっていうのを心配しているんですよ。 

その辺に法的拘束力はあるのか、これをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

先ほど説明いたしました補助金交付規則の第 12 条に、交付決定の取消しですので、交付決

定した後に取消しまたは一部を取り消すことができる条項がありますので、その中で対応で

きます。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

了解です。すとんと落ちました。 

ぜひそういう中で、我々議会、私だけでなく、皆さん方が言ってきた部分を載せて、覚書。 

覚書でも法的拘束力があるのなら、それで構いません。ぜひ特別委員会、議会、そういう

言葉を入れていただければと思います。よろしくお願いしまして、次の問題。 

武雄市新文化交流施設エリア整備について。 

これ、何か分からんごたばってん、文化会館のところですね。文化会館のところを整備し

直しますよという構想です。もう間もなく基本、そして、実施設計もできてきて、予算化に

なると思いますけども、その今、手前の構想段階のところですけれども。 

令和５年 12 月議会で、塚崎の大楠のところの横に、あんな最高の場所に創作室というのは

もったいないんじゃないかという質問をしましたけど、まさにそれも含めてですけども、言

いました。 

エリア整備について、我々がもらったやつです。ちょっとこれは見にくいので、それをそ

のまま載せてこんな感じですね、大ホールを残して、大ホール以外のところをこういうふう

に造り直す。これはイメージ図。 

何か今度できる大学みたいな感じですね。 

こういうのを造るということなのですけども、これの総工費が、こことここで 55 億円。 

55 億円の事業というのは、武雄市にとって久々ですよね。ありましたっけ、こういうのっ

て。もちろん体育館とか野球場というのはありましたけども、ここまで大きくなかったです

よね。55 億円。 

何かが、ブルゾンちえみが 35 億とか言っていますけど、それよりも多い 55 億円。 

この 55 億円、今、大学で十何億出すとかありますけども、それよりもはるかに多い 55 億

円。この 55 億円、どのようになっているのか。 
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これ、エリアを分けて、これは文化会館の大ホール、これですね。ここから向こう、今の

小ホールとか、勤労施設があるところですね。これを整備するのに 35 億円かかる。 

35 億円のうちに国の補助があります、15 億円。残りは 20 億円。20 億円を起債で起こして、

50％償還で、市の手出しは 10 億円。 

今度は大ホール。大ホールはリニューアル予算が、リニューアルというのは寿命延長のや

つですけども、20 億円。この中で補助が出るのは、こっちは 10 億円ですけども、こっちは

耐震の 3,000 万円程度しか出ないんじゃないかと。 

つまり、20 億円の同じ起債で市の手出しは 10 億円、武雄市からの一般会計の負担は 20 億

円。 

そういう超巨大な、全部で 55 億円、市の手出しは 20 億円以上という大きなプロジェクト

になっています。 

大まかにはこういう数字でよろしいでしょうか。まず、その確認。 

○議長（吉川里己君） 

野口こども教育部理事 

○野口こども教育部理事〔登壇〕 

大まかな数字といたしましては、この数字でよろしいかと思います。 

○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

こういうことなんですね。 

これを、まだ我々、議会のほうに予算が提出されておりません。 

どういうふうに考えるのか。 

20 億円、50 億円、大きな予算が動きます。 

こっちだけ残して、こっちは更地にするのか。そしたら 10 億円で済む。 

こっちはそのまま残して、どっちかを残すのか、両方やるのか。 

ただし、この文化会館大ホール、20 億円かかります。20 億円かけて 30 年の長寿命化をや

るということですけども、これが維持費、大体１億円くらいですよね、この年間維持費が１

億円。20 億円をかけてリニューアルしても年間維持費が１億円。 

これはひょっとすると、一番当初はそんなにかからないかもしれないけど、１億円。でも、

30 年に近づくにつれてそれがどんどん増えていきますから、トータルすれば約１億円、年間

維持費がかかる。 

収入は大体 800 万円、多いときで 1,000 万円。9,000 万円程度が毎年これの維持費にかか

る。 

30 年の 9,000 万円て面倒くさかけんが、維持費が１億円としたら、30 億円、30 年間でか
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かる。当初の 20 億円、あわせて 50 億円かかるんですね、50 億円かかる。30 年でですよ。 

だから 30 年でも、逆に 50 億円かかっても 30 年で割れば、何だ年間２億円もかからんや

んかという考え方もあるかもしれないですね。 

だから、ここで、この文化会館大ホールを壊せば、２億円から３億円ぐらいで更地にでき

ると思います。そしたら、大ホール以外の整備だけで済むんですね、10 億円だけの負担で。 

でも、この文化会館。文化の殿堂、西日本の応接室。本当これは誇りでした。我々が 10 代

の頃は誇りでした。 

山口百恵のファイナルコンサート、松田聖子、中森明菜、キョンキョン、甲斐バンド、ピ

ンク・レディーも来たんですか、ピンク・レディー。 

これはもう仕方ないんですよ。武雄市より西はなかったですから、こういうの。その後は

アルカスＳＡＳＥＢＯができて、大村市、諫早市にも大きいのができて、長崎市もできて、

そしたらもう武雄市に来なくなりましたね。 

これの回転率というのは、1,000 人以上使われるというのは、まれになりました。 

回転率、何日かに１回使えばいいのですけれども、行政のほうが使っていると。成人式、

消防団。 

そうしたときに、ここはやっぱり一つの決断になるんじゃないかと。これは、ひょっとし

てもう実施設計とか基本設計の部分で担当委員会に出るかもしれない、次年度予算、そして

12 月議会、どういうふうになるか担当委員会でもまれますけれども、ここでやっぱり、僕は

心情的に残してほしいですよ、思い出のところでしたから。 

僕は山口百恵が好きで、ファイナルコンサート、これ見るとファイナルコンサートという

ので、いつもノスタルジーですよ、ノスタルジー。ノスタルジーで残してほしい。あったら

便利ね、ぐらいじゃない。 

やっぱり考えるときだと思うんですよ。 

僕は個人的には残してほしいけど、こうやって予算を審議する側の人間としては、なかな

かこれに首を縦に振れない部分もある、難しい。 

これの検討委員会の議事録、読ませていただきました。ウェブで出ている部分がありまし

たので、読ませていただきました。 

読ませていただきましたけども、予算に触れている協議は１個もないですね。「何々がほし

い」「何々をしてほしい」「こういうのあったら便利だね」「屋根に太陽光をつけたら便利だね」

「こういうふうな感じのところがいい」予算については一切、私は見つけることができませ

んでした、これを協議するところ。 

我々は、さっき言ったように、この後の予算も協議しなきゃいけない。 

そういう中で、これをどうするか。ひょっとして更地。 

山内町、北方町にもあります。でも、それもいずれ寿命を迎えるんですね。それでまた、
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そこを長寿命化するのか。 

そしたらそれを、もし今度更地にしたら、ここに合同にして、新しい補助金があればそこ

で造るとか、いろんな選択肢があると思います。 

維持費は 30 年延長で 30 億円かかります。当初に 20 億円かかります。考えるときだと思

います。 

ノスタルジー的には、私、残してほしい。でも、予算の面を考えたら非常に厳しいと思い

ます。ここはどういうふうに考えるのか。 

さっきの繰り返しになります。 

検討委員会の議事録を読みましたけども、予算の面に関しては一切出ていなく、見つける

ことができなかった。 

我々は今、予算の面で考えています。 

ここのところは今後どのように、言葉で言うと事業をローリングしていくのか、これをお

伺いしたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

議員おっしゃるように、昔から武雄市は文化を大事に、文化を誇りに思うまちづくりを進

めてきました。そういう中で、この文化会館大ホールというのは一つの拠点であり、象徴だ

ったと思います。 

この大ホールの扱いですけれども、これまで個別施設計画、そして基本計画と何年にもわ

たって積み上げた上で、今、改修という方向で進めているわけですけれども、総事業費が大

体想定されている中で、物価高騰の影響というのも確かにあります。 

そういう点で、まず、新文化拠点がどれぐらいの工事費がかかるのかというところを見な

がら、今後、恐らく 10 月以降になると思うんですけれども、どの程度まで、本当に大ホール

の改修が必要なのかというのを精査していきたいと考えています。 

やはり、文化を大事にするというのは大事、そして過去の、やっぱり記憶とか、そういう

ものも大事と。一方で、持続可能な財政に配慮することも大事であると。このあたりを総合

的に今後考えていく必要があると思っています。 

仮に万が一、大きな、根幹が変わるようなことが今後あれば、これまで積み上げてきたこ

とも踏まえると、やっぱりそこは、じっくりと議員の皆様、そして市民の皆さんといろいろ

意見交換をしながら、どうしていくかというのは考えていく必要があると思います。 

まさにここはおっしゃるように、冒頭おっしゃったように、未来の世代にどういう社会を

残していくのかという意味で、非常にこれは大事な問題だと思いますので、まずはそういっ

た形で精査をさせていただきたいと考えております。 
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○議長（吉川里己君） 

18 番牟田議員 

○18番（牟田勝浩君）〔登壇〕 

何度も繰り返しますけども、昔の人の努力、命で今がある。その人たちの未来が今である。

我々の先のことも考えていかなきゃいけない。 

30 億円、50 億円予算をかける。 

そして、一番冒頭に言った、各町は予算を持っていないというのは、ここにつなげたかっ

たんですね、言ったのは。 

やっぱりここでもし浮けば、周辺部の各町のそういうものに当てはめられるんじゃないか

と、そういう気持ちを持って今回質問させていただき、大変これはノスタルジーで残してほ

しいというのはひどくあります。でも、そういうことを考えると決断するべきではないかと

いうふうに考えて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（吉川里己君） 

以上で 18 番牟田議員の質問を終了させていただきます。 

ここで、議事の都合上、１時 20 分まで休憩いたします。 

休   憩    12時11分 

再   開    13時20分 

○議長（吉川里己君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、20 番江原議員の質問を許可いたします。御登壇を求めます。20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

（全般モニター使用）12 名の質問者の最後となりました。１時間、市民の声を代弁して奮

闘したいと思います。よろしく御答弁をお願いします。20 番江原一雄でございます。 

モニターに示しておりますが、５点、質問したいと思います。ふるさと納税、国民健康保

険制度、学校給食、大学誘致、道路行政について質問したいと思います。 

早速、第１の質問、ふるさと納税問題について質問したいと思います。 

御承知のとおり、３年前、令和２年、令和３年に起こった約２万 6,000 件を超える返礼品

の遅延問題が発端であります。 

モニターに示しております、これは、さきの８月 23 日、佐賀地方裁判所武雄支部の建物で

あります。数年前に新築になりまして、立派な建物ではないでしょうか。 

ここで、令和４年４月、市が提訴以来、２年４か月ぶりにふるさと納税、当時の委託会社、

大平商会との契約違反、損害賠償の裁判について、第１回の公判が行われました。 
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その内容と報告を、御答弁、まず、お願いをしたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

令和４年４月６日に訴えを提起いたしました、ふるさと納税の裁判でございますが、第１

回口頭弁論の中身につきましては、係争中であるため、答弁は差し控えさせていただきます。 

御報告といたしまして、令和６年８月 23 日に第１回口頭弁論が佐賀地方裁判所武雄支部

にて行われ、次回の第２回口頭弁論は 10 月 28 日に同じ場所で行われます。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

この裁判の終了後、各議員に対して、ふるさと納税に関する訴訟についての事務連絡が届

いたわけですが、今、部長答弁ありましたように、第２回口頭弁論が 10月 28 日、月曜日と。

時間は何時でしょうかね。 

あわせてですが、事務連絡で、「なお、この期日により弁論終結予定であり、その後は裁判

所が指定する期日に判決言渡しとなる予定です」と連絡をいただいておるわけですが、今、

部長答弁で、内容については差し控えると。 

裁判の内容でございますが、こういう文言がありましたので、次回で結審するのかなと思

いましたが、それも併せて御報告いただければ。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

第２回口頭弁論につきましては、午後１時半からと聞いております。 

この期日により弁論終結予定であり、その後は裁判所が指定する期日に判決言渡しとなる

予定というのは、第１回口頭弁論の中で裁判長が発せられた言葉であります。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

じゃあ、次回、10 月 28 日 13 時 30 分、第２回口頭弁論予定と。 

この間、これ、地元佐賀新聞の記事、８月３日の記事です。 

県内自治体のふるさと納税の 2022 年度、2023 年度の寄附金額の 10 市を載せました。 

10 町のも載っていましたが、比較として 10 市を、改めて表を見てみますと、桁が違うん

ですよね。 

やっぱり令和２年、令和３年、委託会社、大平商会による返礼品に関しての市の信用の影
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響がこういう形で、一昨年、昨年とですね。2022年、令和４年は１億 7,000 万円。ほかの自

治体、みんな２桁です、15 億円、53 億円。そういう、そして昨年も同様に、寄附金額が、桁

が少ないと。本当に影響が大きいと思うんですね。 

市長、こういう現状に対して改めてお聞きしたいと思いますが、６月議会でも質問しまし

たが、令和５年、昨年も、表にありましたように２億 8,000 万円と。 

今年度ですね、令和６年度、寄附額は８月末で幾らになっているか御報告ください。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

令和６年４月から８月までのふるさと納税の寄附額は 7,019 万 2,500 円で、前年比約 1.84

倍となっております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

５か月でこの金額ですので、あと７か月、そして、令和５年度予算が４億円だったのが、

今年度４億 5,000 万円に、予算 5,000 万円、余計に見積もられた当初予算です。 

改めて思ったのですが、ええっという思いでした。 

令和４年度、令和５年度、４億円、４億の円当初予算でしたが、４億 5,000 万円に対して、

今、約 7,000 万円という状況でありますが、当初、前期の令和４年の３月議会のとき、議決、

訴えの提起を受けて、そのときの令和４年度第 14 回の補正予算に弁護士着手金 47 万 3,000

円、それから担保供託金として 1,332 万 8,000 円。これは当時の説明で、市が敗訴したら相

手にやるものという報告、説明があったわけですが。 

市長、提訴して、もう 10 月 28 日に結審するわけですが、どのように裁判の経過を踏まえ

て、そして、市がのこれだけ信用を失墜した、その政治的けじめの責任についても含めて、

今、改めて再度お聞きしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

まず、先ほど部長から、４月から８月のふるさと納税の額ということで 7,000 万円強とい

う答弁をしましたけれども、ぜひ注目していただきたいのは、昨年に比べて 1.84 倍になって

いるということです。 

確かにいろいろ皆さんに御迷惑をおかけして、ふるさと納税額も大変少なくなったんです

けれども、その後、職員も本当に汗をかいて頑張っております。そういう中で、ちょっとず

つではありますけれども上がっていると。 
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そして、昨年に比べると 1.8 倍以上伸びているということですので、単純にいけばこのま

ま、年末が増えますから、今、４億 5,000 万円を目標にしていますけれども、ぜひそこに、

まずは乗せていくということで、そしてまた、その次はさらに増やしていくというところを、

ここはもう愚直に増やしていきたいというふうに思っております。 

そして、この責任の話ですけれども、これはたしか６月議会でも答弁をしているというふ

うに思いますけれども、ここについては、まずは現在係争中ですので、そちらの裁判に我々

としては注力をしていきたいと。その上で、今後どのような責任の取り方をするかというの

は改めて考えていきたいと思っております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

さっきちょっと紹介しました、２年前のこの補正予算の第 14 回の一件で、3,807 万 8,803

円の契約違反だという賠償請求なのですが、これ、勝ったときには入ってくるかもしれませ

んが、実態として大平商会、現在あるんですかね。 

質問、レクチャーしていませんでしたが、そういう疑問を持っています。 

と同時に、ここに先ほど紹介しました、当時、担保供託金 1,332 万 8,000 円、これ、敗訴

したら、これ、相手にやるものと市長は理解されておられましたかね。 

○議長（吉川里己君） 

質問の通告の範囲を超えておりますので、次に進めてください。 

○20番（江原一雄君）（続） 

ということなんですよね。 

だから、1,332 万 8,000 円だけではなくて、取れなければ、この 3,807 万 8,803 円、これ、

債権になるのではないですか。 

市の契約の穴埋めなんですよね。このけじめもしなければならないんじゃないかなという

ことを指摘しておきたいと思います。 

２つ目の国民健康保険制度についてに移ります。 

2018 年に、これまで各市町村の国保の運営はそれぞれの市町村でした。ところが 2018 年

から、いわゆる、統一するための都道府県化というのが一本化になりました。 

佐賀県が運営の主体である都道府県化によって、全国が各都道府県ごとに運営の一本化。

ただ、保険料の算定については各市町村の裁量なんですが、そういう都道府県化によって、

武雄市の国保運営の今現在とこれからの見通しについてお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 
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国民健康保険は、加入者の年齢構成や所得、医療費の水準などにより左右されるため、特

に小さな自治体については税額が変動しやすく、財政運営が不安定になりやすい傾向が見受

けられます。 

このため、今おっしゃられたように、平成 30 年度の国の制度改正により国からの財政支援

が拡充され、運営主体の規模を大きくすることでより安定させる仕組みとしまして、佐賀県

と県内市町が財政的に支え合うことになりました。 

今後についてですが、令和 12 年度には県内全ての市町で同じ所得水準、同じ世帯構成であ

れば、同じ保険税となる完全統一を行うこととなっております。 

まず、その前段としまして、令和９年度からですが、県内統一した標準税率が示されるよ

うになりまして、令和 11 年度までの３年間は完全統一に向けた調整期間ということになり

ます。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

私、また、この都道府県化によって国保の税金、国保料金が、本当にうなぎ登り。特に、

限度額が今、106 万円ですかね。さきの３月議会の専決だったと思うんですが。 

今度、決算審査の予定もされておりますが、この国保のこの間の推移で、国保の基金、令

和６年３月末で２億 5,913 万 9,290 円、基金として計上をされておりますので、後日審議に

なるわけですが、この間の値上げという、加入者にとってはもう最大の問題ですからお尋ね

をしているわけですけれど、武雄市の場合は、こういう積立金の基金ができた要因は何だっ

たかお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（吉川里己君） 

馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 

武雄市国民健康保険基金につきましては、年度ごとの収入済額と支出済額の差から翌年度

に返納すべき金額を差し引きまして、残高がある場合に積立てが可能となりますので、現在、

令和２年度から積立てを行っているものです。 

これは、平成 30 年度の制度改正により国からの支援が拡充され、特に保険者努力支援制度

などで収入が増えたことが一因となっておりまして、都道府県化によるものではございませ

ん。 

○議長（吉川里己君） 

発言者に申し上げます。 

この基金積立金につきましては、87 号議案で国保の補正に上がっておりますので、これ以

上の踏み込みはないようにお願いいたします。 
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〔20 番「分かっております」〕 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

今の理事の答弁で、令和２年度から努力支援義務というのは、これは都道府県化を進める

ための努力義務として国から来ているやつなのですから、都道府県化とは別じゃないと、私

は認識しております。 

先ほど、完全統一が令和 12 年、2030 年、６年後です。その前に令和９年に、2027 年、あ

と３年後に納付金レベルでの一本化ということを言われているわけですから、武雄市のこう

いう制度改正に基づく国保税の見通しについて聞きたいわけですので、その前に国保の世帯

数と加入者数、それから年齢で 20 歳まで、65 歳まで、65 歳以上の数字をお示しください。 

○議長（吉川里己君） 

馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 

武雄市国保の加入者数と、それぞれの人口に対する割合になりますが、20歳未満の加入者

数は 844 名で、その世代の人口に対する割合は 9.99％です。 

すみません、令和６年８月末時点での数字になります。 

20 歳以上 65 歳未満の加入者は 3,577 名で、その世代に対する割合は 15.39％。 

65 歳以上 75 歳未満の加入者数は 4,484 名で、割合は 61.97％となります。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

これ足したらでしょうが、世帯数と加入者数、お願いします。 

○議長（吉川里己君） 

馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 

令和６年８月末時点になりますが、武雄市国保の加入世帯数については 5,800 件となりま

す。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

さきの質問と重複するかもしれませんが、国保加入者にとって武雄市の広報、テレビでも

放映されておりますが、そのテレビの画像からです。 

マイナ保険証、マイナンバーカードをお持ちでない人にとっては、本年 12 月２日、現行の

保険証が発行されなくなりますということで、もう保険証が来んのかなという御心配の人の
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声を聞くわけですが、この２段目に書いてありますように、12 月２日以降、マイナ保険証を

保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に申請いただくことなく資格

確認書が交付されますと。この資格確認書が交付されますと。 

それと併せて、後期高齢者医療保険加入者の方も同様に、保険証を令和６年７月に送付し

ます。保険証の有効期限は、令和７年７月 31 日までです。 

こういう説明がちゃんと書いてありますので、マイナンバーカードを保有していなくても、

保険証として、資格確認書として交付されるということです。 

しかし、ここに書かれてあるように、令和７年７月 31 日までと書かれておりますが、こ

れ、厚労省の、あるいは政府の報道を見ていても、じゃあこの先どうなるのと思うわけです

が、御答弁ください。 

○議長（吉川里己君） 

馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 

今、議員が御説明された内容と少し重複する部分はありますが、令和６年 12 月２日に現行

の保険証は廃止されますが、現在、武雄市国民健康保険や佐賀県後期高齢者医療に加入され

ておられる方については、今お持ちの保険証の有効期限まではそのままお使いいただくこと

ができます。 

また、今年の 12 月以降に保険証の再発行が必要な場合や新しく国保に加入される場合に

は、マイナ保険証をお持ちでなくても、保険証の代わりとなる資格確認書を発行いたします。 

今、お手元にお持ちの保険証は、ほとんどの方が来年７月 31 日までが有効期限になってお

りますが、マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限が切れる前に資格確認書を送付い

たします。それらの資格確認書を医療機関等に提示することで、引き続き、これまでと変わ

りなく病院受診をすることができます。 

ただ、マイナ保険証はお使いいただくことで、入院時などは高額医療の手続が不要になっ

たり、初めての医療機関にかかる際には、過去の医療情報が分かり、安心して受診ができる

など、メリットがございます。 

マイナ保険証に関しましては、まだまだ御心配の方もいらっしゃると思いますので、御不

安を取り除くためにも、お気軽に市役所のほうへ御相談いただきたいと考えております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

今現在のマイナ保険証とマイナンバーカードの取得の率が、初日、質問も朝長議員からさ

れましたが、総数をお示しください。 

○議長（吉川里己君） 
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馬場福祉部理事 

○馬場福祉部理事〔登壇〕 

武雄市国民健康保険者に関するマイナ保険証の所有者の数になりますが、6,012 件です。

そして、後期高齢者医療のほうに関しましては 4,672 件になります。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

この数字は、まだマイナンバーカードを取得していない方が、人口４万 7,000 人のうちに

約１万人近くいらっしゃる。その中で、国保加入世帯でも約 3,000 件を超える人たちが、ま

だマイナンバーカードをお持ちでないんですよ。 

だから、この資格確認書は、ちゃんと保険者から交付されるということを確認しておきた

いと思いますし、引き続き、来年７月 31 日以降も、この制度を現在の医療証の保険証をその

まま継続できるというようなシステムにしてほしいということを、市長、国にも上げてほし

いという加入者の声を届けておきたいと思います。 

次に、学校給食費の問題を質問します。 

御承知のとおり、今年度、総額約 2,000 万円、地方創生臨時交付金を活用して、県下一高

い、小学校で１人５万 7,200 円、中学校で６万 4,900 円、小学校で 9,900 円、中学生で１万

1,000 円値上げされる学校給食費の一部補助をするということで、今年度、小学校で５万

2,250 円、中学校で５万 9,200 円の学校給食費を納めていただいているわけですね。 

さきの６月議会の私の質問に対して、こども教育部長、令和６年度、この補助につきまし

ては今年度限りということで考えておりますという答弁をされました。そのときも私びっく

りして、それは納得できない、そういう返答をしたわけですけれど。 

先ほどの、昨日の豊村議員の質問でも、この学校給食費の中身についても触れられており

ましたが、保護者の皆さんにとって、特に共働き家族にとって、学校給食の制度のありがた

みは、特に学校の長期休暇に入ると、その役割が本当に痛切に感じますと。特に、昨今の物

価高騰の折、今年度値上げの半分で助かりましたが、来年度は当初のとおり、小学生で 9,900

円、中学生で１万 1,000 円値上げとなるなら、我が家３人で３万 800 円の値上げは痛いです

と。保護者の皆さんの、この物価高騰の折、家計のやりくりも踏まえて、子育て中の保護者

の皆さんにとっても、何とかしてほしいという思いではないでしょうか。 

まして、市長が推進する新大学への補助金導入より、今いるものへの投資をお願いしたい

と、痛切な声であります。 

さらに県内 10 市 10 町の動向を見ますと、10 町の中で６町が完全無償化ですよね。近隣で

は大町町・江北町、多良町、そして一部補助ということで白石町。 

10 市の動向を見ますと、やっぱり保護者の声がいろんな形で反映していると思うんです。 
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４市の中で一部、いろんな形で、小学６年、あるいは中学３年、各小学校、中学校での最

終学年を無償化していこうと、補助していこうと、完全無償化ではありませんけれど、それ

ぞれの動向が、取組が広がってきているわけです。 

全国的にも、６月のときにも紹介しましたように、約 400 の自治体で無償化が広がってい

るわけです。 

市長自身も保護者であり、負担されているわけですので、今年度限りという６月議会の答

弁はいかがかということで、来年度、本当に、――完全無償化とは保護者も今の段階では言

われません。とにかく今の学校給食費より上げないでほしいと。もう上げなければ、――先

ほど言いましたように、５万 2,000 円が５万 7,000 円へ、5,000 円値上げですよね。中学校

で５万 9,000 円が６万 4,000 円、5,000 円値上げです。だから３人家族で１万 5,000 円。子

供が３人おった場合ですね。あるいは、中には５人いらっしゃるところもありますので、小

中学校でですね。5,000円かける５、２万 5,000 円と。 

その点考えて、学校給食費完全無償化に向けて、一部負担、取組を望みたいと思いますが、

御答弁お願いします。 

○議長（吉川里己君） 

古賀こども教育部長 

○古賀こども教育部長〔登壇〕 

まず、議員がおっしゃられております今年度の補助についてでございますが、昨年度３月

議会におきまして、今年度より値上げをする給食費につきまして、その激変緩和の措置とし

て、１年間半額を補助することで、その激変を緩和させていただきたいということで、１年

間をお約束ということでの予算をお願いをして御承認をいただいたというふうに承知してお

りますので、今年度までの補助というふうに考えております。 

また、この学校給食につきましては、これまでも何度も御質問に対してお答えをしており

まして、同じ内容で恐縮でございますけども、武雄市教育委員会としましては、学校給食法

の中にあります、給食費の食材の負担は保護者という部分を基本に考えておりまして、現段

階でこの補助、また、給食費無償化については考えておりません。 

ただ、経済的な理由によりまして、就学に関して非常に困難な御家庭につきましては、就

学援助等を行い、補助を行っているところでございます。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

恐らく、教育委員会の意見の次に、私の意見はどうかと聞かれると思いましたので先に立

ったんですけれども、やはり、大事なのは持続可能なまちづくりだと思います。 

持続可能なまちづくりは、今困っている人の支援と未来への投資をどうバランスを取って



- 199 - 

やっていくかということだと思います。なので、困っている方への支援というのは、やっぱ

り片方で必要だというのは私も思っています。 

その中でもやっぱり大事なのは、特に困っている人への支援は大変大事です。 

先ほど部長からありましたように、給食費については就学援助ということでやっておりま

すし、そして、本市は例えば子どもの貧困とか障がい児、そして、医療的ケア児、そういっ

たところも含めて、できるだけ、あまり今まで光が当たらなかった部分にいち早く支援をし

ていこうということでこれまで取り組んできました。 

そういいながら、今、物価高騰で、皆さん大変生活が厳しいというところも承知をしてい

ます。 

給食費について、給食費無償化というのは考えておりませんが、一方でやっぱり、私自身

はこれは国が一律でやるべきものだと思っていまして、前回も答弁しましたとおり、国に対

しては無償化の要望を行っているところであります。 

本市としては、無償化を今やるということは考えていませんけれども、一方で、やっぱり

困っている方への支援は大事ですので、どういった支援が今後できるかというのは、引き続

き考えていきたいと思っています。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

一言言っておきますが、本当に保護者の声に背を向ける部長と市長の答弁ですよね。 

やっぱり、全国の自治体の流れに、私は逆行をしていると、今の答弁は。 

これも決算に関わることで、紹介だけですが、14 億円の繰越金があるんですよ、令和５年

度。そういう予算編成上も含めてですね、検討してほしいということを申し述べておきます。 

時間ありませんので、４番目の大学誘致について。 

まず第一に、この間、スケジュールです。 

これまで説明では、今年度 10 月末までに学校法人は大学設置審議会に申請すると。そし

て、2026 年開学を目指していくというスケジュールなんですが、今後のスケジュールについ

て報告をお願いします。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

大学の設置認可に関するスケジュールは、10 月末までに旭学園が文部科学省へ新大学の設

置認可申請を提出され、審査された後、翌年８月末に文部科学省から設置認可が下りるとい

うスケジュールになっております。 

○議長（吉川里己君） 
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20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

この学校法人が 10 月末までに申請するということの答弁ですが、９月３日、朝日町での説

明会で、学校法人からは、10 月末だったが、10 月 15 日までになったということの説明があ

ったわけですが、どうなんですか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

議員がおっしゃるとおり、９月３日、朝日町の座談会において、10 月 18 日が締切りにな

ったとお話しされました。 

ただ、私ども、まだ文部科学省のホームページ等で正式発表はされておりませんので、ま

だ、正式に発表されているのは、今のところ文科省のホームページからは、10 月末というス

ケジュールになっております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

そのときの様子をお聞きしたわけですが、早まったということで、学校法人側は、もう大

慌てですよ。参加した人の声なんですけどね。 

この間、私は大学誘致の問題について振り返っても、事の出発、令和４年 12 月１日、学校

法人から相談に来られたと。その場で、市長はオーケーされたんですか。その話を聞いて、

即決なんですか。 

話が、年を越して、昨年の２月 13 日に全員協議会が開かれて、２月 15 日に覚書を交わさ

れたわけですよね。 

市長がこれに乗ってなければ、こうならなかったわけです。市長が乗ったから、学校側も。 

この間、私、説明を受けて、私が思うのは、当初、今村学長が説明されていました。定員

数は 400 名。それから 520 名、そして、560 名と変化してきたんですね。 

そして、学部構想も２学部。現代韓国学部と、次世代教育学部。これが、仮称ですが、東

アジア地域共創学部と。そして、一つが観光力・地域マネジメントコース、そしてもう一つ

が、韓国・メディアコンテンツコースということで、今年の４月の市報に両開きで、（資料提

示）こういう説明が掲載をされました。 

武雄アジア大学という名称、仮称ですが、設置構想に、武雄アジア大学はアジアなどの国

際的な視野を持った地域人材の育成に取り組まれますということで、市が紹介しているわけ

ですね。 

市のほうは、大学設置に関する市の考え、学びが人を育て、まちを育て、まちが豊かにな
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るということで、まちへの効果ということで、イメージ図をつくられて紹介されているわけ

ですが、この約２年の間の質疑をやり取りする中で、学長予定者が紹介された、第７回特別

委員会で、その前に７月、学校法人は記者会見して、学長予定者の紹介、記者会見されてお

ります。 

そういう中で、ああ、佐賀女子短期大学の学長は今村学長、そして、新しく新大学の設置

準備の責任者も交代されているんですか。 

私はそのように認識したんですが、いかがですかね。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

はい、交代されております。（発言する者あり） 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

私はこの間、学校法人側の説明と私の認識がなかなか追いついていかんのですが、学校教

育方針が何か変わりつつあるんじゃないかなというニュアンスを感じると同時に、私は６月

議会のときに、佐賀女子短期大学にある韓国語文化コース、この充足率も聞きましたけども、

答弁いただきましたけれど、短期大学と４年制大学とですね、私、大学設置、文科省の設置

審議会、私、４年制大学、これ認可しないんじゃないかなと。競合するんですよ。 

だから私は、女子短期大学を４年制化して、そっちに許可をして、わざわざ武雄につくら

んで、最初から私学の学校法人が独自に土地と建物を建てて運営されれば、こんな形で市民

の代表として、議員の一人として何も言いません。大いに学校法人として取り組んでほしい

なと思いますが、いかんせん、市長が受諾したと同時に支援金を出すと、13 億円。そして、

半分を県が負担するということで、約 19 億 5,000 万円。 

だから、市民にとっては、いろんな声が巻き起こっているわけです。 

今のこの約２年の経過を思うと、大学設置審議会が短大も承認して、４年制大学も承認す

るのかと疑問を抱かざるを得ないんですが、市長、いかがですか。 

○議長（吉川里己君） 

小松市長 

○小松市長〔登壇〕 

文科省のその審査の詳細は、私も詳細を詳しくまで存じ上げておりませんけれども、基本

的にはやっぱり、大学が開学して、しっかりと学生が集められて続いていくのかというとこ

ろが重視されると。もちろんそれだけではないと思うんですけれども、そういう観点ではな

いかと思います。 
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したがいまして、短大と大学が並立することはあり得ないとか、多分そういうことではな

く、本当に純粋に大学としてうまくいくのかというところが重視されるんじゃないかと思っ

ています。 

先ほど、少しいろいろ触れられましたけれども、我々も大学を誘致するに当たって、やは

り、これは市にとって効果がなければ誘致はしないわけでして、いろいろ、学部が、２学部

が１学部になったとか、そういう話もありましたけれども、やっぱり今年の２月の基本構想

ですね、ここに国際的視野を持った地域人材の育成、先ほども触れられましたけれども、と

いうのがあり、そして、様々な根幹の部分が、私たちとしては変わってなくて、そして効果

もあるというふうに考えておりますので、いろいろ御説明しながら進めてまいって、６月に

も議会の皆様に予算を御承認いただいたということであります。 

あくまで私たちが大事にしているのは、大学が来ることでの、まちへのしっかりとした効

果があるのかというところは、ずっと引き続きこれまで考えてきたところであります。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

そこで、この２点目ですけど、大学設置認可が不認可の場合について、６月議会の議案質

疑のときに市長、答弁されました。 

認可されなかった場合は、学校側は建物を解体して、自費で解体、更地にします。 

ところが、市長は再申請をされるかどうかも含めて旭学園としっかり協議をしていきたい

と考えておりますと言われました。 

この認識、ましてですね、もし認可されなかったらもうアウトですよ。なのに、市長は、

まだ学校法人と協議していくと答弁されましたが、その真意は何ですか。 

まして、債務負担行為は令和７年度、約 19 億 5,000 万円、もしも、これおじゃんになるん

ですよね、認可されなかったら。補正予算を組みましたけど。議会の可決多数で可決されま

した、４名反対で。 

今後どうなる、認可されなかった場合。この答弁について説明してください。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

令和６年６月議会における議案審議の際に、豊村議員から、新大学設置申請後に不認可に

なった場合に建物を解体する時期を決めておくべきではないかという質問に対し、基本的に

は不認可となれば建物が建っていても旭学園で原状復帰を行い、用地を市に返還していただ

くことが原則であるが、旭学園が文科省からの不認可に関する指摘事項などを整備し再チャ

レンジする可能性など様々なケースが考えられるので、事前に解体持期を決めておくことは



- 203 - 

せず、そういった様々なケースに対し、市としては市民に損害を与えないように、旭学園と

スピード感を持って協議して進めたいという内容でありました。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

これ、大学設置認可が来年、可否はいつなんですか。 

○議長（吉川里己君） 

松尾企画部長 

○松尾企画部長〔登壇〕 

先ほども、スケジュールの際、説明いたしましたが、来年の８月となっております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

私は、来年の８月の文科省の設置認可が不認可になったら断念すべきだということを申し

述べておきます。 

最後に、道路行政です。 

２年前もこの北方の市道九羽見線について質問しましたが、草木は自然現象ですから、切

ったら、次、また出てくるわけですよね。 

当時、こういう出てこないようにこの隙間のところ、つなぎのところによく、水圧が高い

やつでして、セメント等を埋め込めることはできないかという質問をしたら、当時、部長、

検討しますと言われましたけど、検討するとは、しないということの見本みたいなものなん

ですが、やっぱりここは歩道もなければ自転車道もないわけですから。 

そして、ここ、新しい武雄バイパスのところ、樹木が大きくなると危ない状況が見受けら

れます。 

ですので、思い切って、こういう、取り組めるところをどのように考えてあるか、御答弁

ください。 

○議長（吉川里己君） 

庭木まちづくり部長 

○庭木まちづくり部長〔登壇〕 

江原議員をはじめ、これまでも多くの皆様方から、この防草対策については御質問いただ

いております。 

そういった中で、今年６月議会におきまして、山﨑議員のほうからも御質問をいただき、

そのときの答弁におきまして、防草シートだとか、張りコンクリート等の実施を今後計画し

ていくということで、令和６年度中には計画をし、令和７年度から実施したいという答弁を
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しております。 

今、議員が御質問いただきました市道九羽見線につきましても、その計画の一部として、

今後、防草対策を行ってきたいというふうに考えております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 

○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

もう、部長答弁、しっかり取り組んでほしいと。 

６月議会でも質問しましたが、国道 35 号の踊瀬地区のＳ字カーブの改修工事です。 

これが最終、完了年度がなかなか、国土交通省のめどが立たない、答弁いただけませんで

した。 

今、工事をされているわけです。 

これは令和５年、６年度、踊瀬地区改築（１工区）工事です。これが来年の２月 28 日まで。

これがちょうどＪＲ佐世保線の山内町側の工事帯です。 

これが西谷峠のトンネルから武雄町側のほうを、今、３工区ということで工事がなされて、

それが来年３月 14 日まで取り組まれております。いつ終わるのかなと。 

もう一つあるのが、これが第２工区というのが示されておりました。この工期が３月 15 日

です、来年。 

２月末と３月 14 日と３月 15 日、それぞれ１、２、３工区、それぞればらばらなんですけ

れど、この完成年度のめどと併せて、ここまで、下山入り口まで、本当はここに歩道が今、

こっちがＳ字カーブで工事やっていて、ここ歩道ができているんですけれど、ここから手前、

武雄町側のほうが下山入り口まで歩道ができないと、安心して歩く歩道、そして、自転車の

通行の皆さんたちの利用ができないんですよね。 

ですので、その完成年度、どうなっているかお尋ねします。 

○議長（吉川里己君） 

庭木まちづくり部長 

簡潔にお願いします。 

○庭木まちづくり部長〔登壇〕 

まず、視距改良工事につきましては、まだ国土交通省、佐賀国道事務所から、完成年度の

めどが立っていないとの御返事でございます。 

それから、御質問いただいております歩道につきましては、今の改良工事の中に入ってお

りません。ただ、市といたしましては必要だと感じておりますので、今後、要望等を行って

いきたいと考えております。 

○議長（吉川里己君） 

20 番江原議員 
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○20番（江原一雄君）〔登壇〕 

これ多分、Ｓ字カーブのところの、３月末完了ですので、経過は見てみますけど、ぜひ市

長、下山入り口まで完備できるよう申し上げておきたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

○議長（吉川里己君） 

以上で 20 番江原議員の質問を終了させていただきます。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

散   会    14時20分 
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